
近世後期における貸付資本の存在形態(中山)

近
世
後
期
に
お
け
る
層
付
資
本
の
存
在
形
態

ト
ー
隙
後
府
中
・
延
藤
家
の
事
例
-

一
　
は
l
じ
　
め
　
に

「
世
直
し
」
が
昂
揚
し
っ
つ
あ
っ
た
明
治
初
年
の
正
月
、
晶
治
郡
戸

手
村
の
土
手
を
歩
い
て
い
た
備
中
笠
岡
の
宇
三
郎
は
、
「
花
月
堂
」
と

名
の
る
「
浪
士
鉢
之
老
」
三
人
に
呼
び
止
め
ら
れ
、
尋
問
を
う
け
た
。

宇
三
郎
は
笠
岡
の
胡
星
弥
左
衛
門
の
依
頬
に
よ
っ
て
、
芦
田
郡
府
中
市

の
延
藤
和
二
病
人
見
舞
」
に
代
参
し
、
帰
路
こ
の
「
浪
士
鉢
之
老
」

に
出
会
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
宇
三
郎
が
延
藤
家
へ
行
っ
た
こ
と
を

知
る
と
、
廷
藤
家
に
関
す
る
次
の
よ
う
な
巷
説
を
あ
げ
て
宇
三
郎
に
本

当
か
ど
う
か
語
間
し
た
。

延
藤
兼
々
無
慈
悲
二
而
、
日
雇
等
召
遣
侯
而
賃
銀
並
合
不
達
侯
由
、

都
而
施
物
等
も
不
致
趣
申
聞
侯
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既
大
家
之
事
、
金
貸
耳
二
而
事
足
可
申
、
然
ル
ヲ
小
前
之
老
難
渋

筋
茂
不
厭
、
綿
八
万
本
も
買
〆
油
蝋
杯
も
ヲ
モ
バ
ク
、
是
と
て
も

無
慈
悲
之
義
相
あ
ら
わ
れ
居
、
全
体
何
れ
が
買
入
何
れ
へ
取
捌
供

中
　
　
山
　
　
富
　
　
広

哉
こ
の
巷
説
.
を
も
と
に
し
た
詰
問
に
軋
し
て
宇
三
郎
は
、
「
蝋
油
等
取

扱
ハ
更
二
無
之
、
綿
之
義
ハ
先
年
同
家
質
店
へ
入
質
之
分
流
質
二
相
成
、

迷
惑
致
居
候
処
、
不
斗
直
段
引
立
.
ニ
而
不
残
売
捌
」
き
、
わ
ず
か
の
利

潤
を
え
た
に
す
ぎ
ず
、
「
買
〆
杯
与
申
」
す
噂
は
全
く
見
当
違
い
で
あ

る
こ
と
を
訴
え
た
。
そ
し
て
こ
の
後
も
い
く
つ
か
の
問
答
を
く
り
返
し

て
い
る
が
、
「
答
方
取
掠
候
共
、
三
十
日
之
内
二
者
様
子
可
相
分
、
其

方
ト
テ
モ
首
老
我
者
と
思
間
数
」
と
脅
迫
さ
れ
て
、
宇
三
郎
は
や
っ
と

(
2
)

解
放
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

二
」
の
宇
三
郎
が
遭
遇
し
た
事
件
に
は
、
「
世
直
し
」
状
況
下
に
お
け

(
3
)

る
当
地
域
の
諸
階
級
対
立
に
つ
い
て
、
二
、
三
の
問
題
を
含
ん
で
い
る

と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
「
花
月
堂
」
は
い
か
な
る
階
級
.
・
.
階
層
の

利
害
を
代
表
し
て
い
る
の
か
、
は
た
し
て
彼
ら
が
述
べ
る
よ
う
に
「
日

雇
」
「
小
前
」
層
の
利
害
を
代
弁
し
て
い
る
の
か
、
ま
た
「
世
直
し
」

騒
動
に
お
け
る
彼
ら
の
役
割
を
ど
う
評
価
す
る
か
、
さ
ら
に
「
大
家
」

の
「
施
物
」
あ
る
い
は
「
買
〆
」
が
い
か
に
諸
階
級
・
階
層
の
対
立
を



鈍
化
、
激
化
さ
せ
る
に
い
た
っ
た
の
か
、
等
々
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ

ら
の
問
題
は
本
稿
の
課
題
の
範
囲
外
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
た
だ
こ
こ

で
は
「
大
家
」
の
「
金
貸
」
甘
注
目
し
て
み
た
い
。
「
大
家
之
事
、
金

貸
耳
二
而
事
足
可
申
」
と
い
う
表
現
に
は
、
形
成
期
の
国
内
市
場
を
対

象
と
し
て
商
品
流
通
に
あ
た
る
商
業
資
本
家
と
、
貸
金
貸
与
を
通
じ
て

彼
ら
を
蓄
積
基
盤
と
す
る
貸
付
資
本
家
の
成
立
し
て
い
る
客
観
的
事
実

を
反
映
し
て
、
「
大
家
」
が
商
品
市
場
に
介
在
す
る
こ
と
へ
の
反
対
と
、

消
極
的
な
が
ら
も
「
大
家
」
の
「
金
貸
」
　
へ
の
い
わ
ば
「
肯
定
」
的
な

意
識
が
読
み
と
れ
る
で
あ
ろ
う
。
本
稿
は
右
の
表
現
(
「
金
貸
耳
二
而

事
足
可
申
」
)
が
も
つ
意
味
に
つ
い
て
、
「
大
家
」
=
延
藤
家
の
「
金
貸
」

の
あ
り
方
∴
構
造
を
、
当
該
期
の
備
後
南
部
一
帯
に
お
け
る
地
域
経
済

の
進
展
と
の
関
連
に
お
い
て
明
ら
か
に
し
て
み
た
い
。
.

と
こ
ろ
で
、
天
保
期
以
降
の
延
藤
家
の
資
産
構
成
は
、
貸
付
銀
の
占

め
る
割
合
が
著
し
く
増
大
し
、
九
〇
%
以
上
に
も
達
し
て
い
る
。
収
入

の
面
か
ら
検
討
し
て
も
、
下
半
期
(
七
月
～
十
二
月
)
の
利
銀
収
入
は
、

文
化
年
間
四
〇
%
、
文
政
年
間
七
〇
%
、
天
保
年
代
に
八
〇
%
、
同
末

年
こ
ろ
に
は
九
〇
%
を
こ
え
上
昇
の
一
途
を
た
ど
る
。
そ
し
て
一
方
で

は
、
分
家
同
族
に
質
屋
や
醸
造
業
、
綿
問
屋
な
ど
を
営
ま
せ
、
自
ら
は

(
一
)

貸
付
資
本
家
と
し
て
急
速
に
純
化
し
て
い
.
っ
た
の
せ
あ
る
。
ま
さ
に
幕

末
期
の
延
藤
家
の
経
営
は
、
商
人
地
主
と
し
て
の
側
面
を
除
け
ば
「
金

貸
耳
」
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
の
具
体

的
課
題
は
、
「
金
貸
耳
」
と
い
わ
れ
た
延
藤
家
の
貸
付
資
本
と
、
そ
の

の
蓄
積
基
盤
を
上
述
の
課
題
意
識
の
も
と
に
検
討
す
る
こ
と
に
あ
る
。

ま
た
延
藤
家
は
領
内
で
も
有
数
の
大
地
主
で
あ
る
。
そ
の
土
地
購
入

(
5
)

相
手
を
み
る
と
、
お
も
に
領
内
の
商
業
資
本
家
が
中
心
で
あ
る
。
こ
の

点
か
ら
、
同
家
の
貸
付
銀
は
、
生
産
者
農
民
に
吸
着
す
る
在
方
商
業
資

本
家
を
蓄
積
基
盤
と
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
が
推
測
さ

れ
る
。
こ
れ
ら
の
商
業
資
本
の
幕
末
期
に
お
け
る
存
在
形
態
の
〓
端
を

明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
上
述
の
課
題
の
検
討
に
不
可
避
の
作
業
で
あ

る
と
と
も
に
、
「
金
貸
耳
二
而
事
足
可
申
」
と
い
う
意
識
構
造
に
も
迫

り
う
る
と
考
え
ら
れ
る
。

二
　
幕
末
期
に
お
け
る
延
藤
家
の
貸
付
銀
一

間
　
貸
付
銀
の
分
析

延
藤
家
の
貸
付
銀
は
、
寛
政
元
年
二
七
八
九
)
期
末
に
銀
一
七
⊥
ハ

賃
余
で
あ
っ
た
が
、
文
化
六
年
二
八
〇
九
)
に
三
四
二
貰
余
、
以
後
、

急
増
の
一
途
を
た
ど
り
、
慶
応
二
年
期
末
(
同
三
年
期
首
)
に
は
九
〇

一
九
貫
余
、
金
換
算
二
万
九
四
九
八
両
と
い
う
規
模
に
達
し
て
い
る

(
図
1
参
照
)
。

こ
こ
で
は
ま
ず
、
借
銀
老
数
が
ど
の
よ
う
な
推
移
を
た
ど
っ
て
い
る

か
検
討
し
よ
う
。
そ
れ
ぞ
れ
の
年
度
の
期
首
に
お
け
る
借
銀
老
数
を
銀

頂
別
に
整
理
し
た
の
が
表
1
で
あ
る
。
借
銀
老
数
は
文
政
八
年
二
八

二
五
)
に
二
八
六
名
、
天
隊
四
年
.
二
八
三
三
)
・
同
十
四
年
に
は
、
・

そ
れ
ぞ
れ
三
八
一
名
、
五
五
九
名
と
増
加
し
て
い
る
が
、
事
氷
六
年
二

八
五
三
)
か
ら
は
減
少
し
、
慶
応
三
年
に
は
一
八
八
名
と
な
り
、
文
政

八
年
よ
り
も
少
な
く
な
っ
て
い
る
。
銀
額
別
で
み
る
と
、
銀
一
貫
目
以

下
の
借
銀
者
は
文
政
八
年
か
ら
順
に
五
七
・
六
%
、
五
九
・
四
%
、
四

.
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表1銀額別借銀者数の推移
文政 8 天 保 4 天保 14 嘉永 6 文 久 3 匿応 3

(18251 (18331 (1朗31 1m (15531 (1857)

匁　　　 及
700.000～

害　　　　　　　 ・.

2 ( 0.1)

名　　　　　 %

3 ( 0.8)

名　　　　　 望

7 ( 1.31

0 名　　　　　 % 皇　　　　　　 ・・
2 ( 1.1)

500,000～700畑 0 1 ( 0.2) 2 ( 0.9) 2 日 .11

300,000～500,000 l ( 0.2) 1 ( 0.5) ~ 2 ( 1.1)

100,000～3吼 000 8 ( 2.0) 9 ( 4.1) 10 ( 5.3)

50.000- 100,佃0

10,蛤0～ 50,的0

5,000- 10,000

1,000～ 5,000

500～ 1,000 37 (12.9) 49 (12.9) 39 ( 7.0) 38 ( 9.5) 1日 7.4)

300-　 500 29 仙 l) (36.6 ) 38 (10.0) (3机 ) 27 ( 庸 冊 = ) 9 ( 2.2 ) (19.9) 5 ( 2.7) (16.0)

100～　 300 39 (13.6) 42 (11.0) 38 ( 6.8) 33 ( 8.2) 11 ( 5.9)

～　 100 60 (21.0) 97 (25.5) 127 (22.7) 22 ( 5.5)

合　　　 計 286 (100 ) 381 (100) 559 (100 ) 401 (100) 221 (1叫 188 (100)

1人当たり借銀
(匁) 5,288.8 5,4約.4 い 55.0 14,0軋 0 31,357.9 1日 77.4

「年々算用写」、「天保4年正月算用帳」「天保14年正月算用帳」「嘉永6年正月書抜帳」「勘定帳」により作成

表 2　 延 藤 家 の 期 首 総 貸 付 銀 内 訳　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＼早 比　 況 尤 ノ

(A 摩 霜

2 4 8 6

(B儲 義 勇

69　2 2 3

(C }嘉 貨 霞 (D 雇 主主 (瑠 憲
※そ の 他 総 貸 付 銀

文 政 8
5 8 , 2 4 2 1 0 0 36 3 ,4 5 9 1, 0 19 ,0 7 7 1 , 5 1 2 , 5 8 7

モ0 .2 ) モ4 . 6 ) ( 3 . 9 ) ( 0 . 0 ) ( 24 .0 ) (6 7 .3 ) ( 1 0 0 )

天 保 4
2 6 6 3 7 8 7 5 6 15 5 7 2 8 2 0 , 0 0 0 5 9 0 ,9 1 2 1 , 2 43 ,4 13 2 , 0 9 1, 4 7 2

t o . 1 ) t3 .8 ) t 7 .4 ) (1 . 0 ) ( 2 8 . 3 ) ( 59 ・4 ) ( 10 0 )

天 保 14
6　4 1 1 30 2 8 7 6 24 6 0 25 3 2 ,4 8 6 17 2 , 6 4 1 2 , 8 4 7 ,8 8 3 3 ,6 0 8 , 3 2 2

t o . 2 ) 持 .4 ) t6 .8 ) (0 .9 ) (4 . 8 ) ( 7苧・・9) ( 10 0 )・

嘉 永 6
8 8 7 0 4 0 7 5 0 9 7 3 5 1 8 5 14 7 ,7 4 2 8 8 4 ,4 6 6 4 , 1 2 5 , 5 8 6 5 ,6 4 7 ,6 9 1

モ0 . 2 ) t 7 . 2 ) ' ( 1 . 3 ) ( 2 . 6 ) ( 15 .7 ) (17 3 . 0 ) ( 10 0 )こ

文 久 3
1 0 8 9 2 6 7 0 2 2 1 4 9 9 9 8 1 6 , 8 2 0 2 , 25 4 ,8 0 3 3 , 5 7 5 , 3 6 9 6 , 9 3 0 , 10 2
モ0 .0 ) t 3 . 9 ) t o . 2 ) ( 1 1 . 8 ) ( 3_2・5 ) - (5 1. 6 ) ( 1 00 )

慶 応 3
3 4 3 5 2 7 9 0 8 7 9 , 9 9 9 1 , 7 8 0 , 3 5 0 3 , 4 8 4 , 5 8 7 3 ,4 6 2 ,2 8 4 9 , 0 19 , 7 4 2
to .0 ) モ3 . 1 )　 (0 . 1 ) ( 19 . 7 ) ( 3 8 . 7 ) (3 8 .4 ) ( 1 00 )

表1に同じ

一
二
二
%
、
二
五
・

四
%
、
二
一
二
二
%
、

一
六
・
〇
%
と
減
少

し
、
逆
に
一
〇
貫
目

以
上
の
借
銀
者
は
、
.

嘉
永
六
年
よ
り
二
五

・
一
%
、
三
九
・
四

%
、
四
四
・
一
%
と

増
加
し
て
い
る
。
そ

し
て
当
然
の
こ
と
で

は
あ
る
が
、
こ
の
表

か
ら
一
人
あ
た
り
の

借
銀
が
と
く
に
嘉
永

六
年
か
ら
大
き
く
な

っ
て
い
く
憤
向
が
う

か
が
え
る
。
ま
た
嘉

永
六
年
以
降
、
一
〇

〇
日
以
下
の
借
銀
者

が
急
激
に
減
少
し
て

い
る
の
は
、
後
述
す

る
よ
う
に
延
藤
家
が

府
中
市
の
下
層
民
や

府
中
市
周
辺
の
貧
農

層
へ
の
貸
付
を
や
め



た
た
め
と
推
測
さ
れ
る
。

で
は
つ
ぎ
に
貸
付
銀
の
階
層
別
尤
み
た
内
訳
を
表
2
で
み
て
み
よ

う
。
㈲
府
中
市
の
下
層
民
の
借
銀
か
ら
検
討
す
る
と
、
彼
ら
の
借
銀
額

の
全
体
に
占
め
る
比
率
は
一
%
に
も
満
た
ず
ご
く
わ
ず
か
で
あ
る
。
借

銀
老
数
を
文
政
八
年
よ
り
順
に
列
挙
す
る
と
、
三
九
名
、
五
〇
名
、
九

〇
名
、
二
七
名
、
玉
名
、
四
名
と
な
り
、
個
別
に
検
討
し
て
み
て
も
表

1
で
み
た
三
〇
〇
日
以
下
の
零
細
借
銀
者
は
、
彼
ら
と
桝
の
小
作
貧
農

層
が
そ
の
ほ
と
ん
ど
を
占
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

回
と
回
へ
の
貸
付
け
は
、
桝
が
小
作
貧
農
層
へ
の
貸
付
け
、
回
は
そ

の
ほ
と
ん
ど
が
質
地
貸
銀
で
あ
る
。
両
者
は
天
保
十
四
年
に
最
高
額
を

示
し
・
総
貸
軋
銀
に
対
し
一
五
二
一
%
の
比
率
と
な
っ
て
い
る
。
同
年

の
借
銀
者
数
は
回
一
四
五
名
、
回
九
八
名
で
あ
り
、
㈲
九
〇
名
を
あ
わ

せ
る
と
三
三
三
名
に
な
り
、
全
借
銀
老
五
五
九
名
の
ほ
ぼ
六
割
に
あ
た

る
が
、
貸
付
銀
は
全
休
の
二
五
・
四
%
に
す
ぎ
な
い
。
嘉
永
六
年
あ
た

り
よ
り
何
が
減
少
し
て
幸
る
の
は
、
生
産
者
農
民
へ
の
質
地
金
融
が
積

極
的
に
な
さ
れ
な
く
な
っ
た
こ
と
を
示
す
。
ま
た
回
の
領
主
金
融
は
、

文
政
よ
り
天
保
年
間
に
か
け
て
は
あ
ま
り
お
こ
な
わ
れ
て
い
な
い
。
こ

の
時
期
は
献
金
が
中
心
で
あ
り
、
.
貸
付
銀
は
文
久
年
間
よ
り
急
増
し
て

い
る
。
何
分
象
同
族
へ
の
貸
付
け
は
、
天
保
十
四
年
に
家
制
改
革
の
結

果
、
四
・
八
%
に
縮
小
し
て
い
る
が
、
.
嘉
永
∴
ノ
安
政
年
間
か
ら
急
増
し

(
6
)

続
け
、
慶
応
三
年
に
は
総
貸
付
銀
の
三
八
・
七
%
を
占
め
て
い
る
。

さ
て
表
2
で
注
目
す
べ
き
点
は
、
※
そ
の
他
の
項
で
あ
る
。
こ
の
項

目
に
含
ま
れ
る
借
銀
者
は
、
広
島
藩
領
御
調
郡
農
民
へ
の
貸
付
け
を
除

け
ば
、
す
べ
て
領
内
外
の
地
主
・
豪
農
層
、
商
業
資
本
家
で
あ
る
。
そ

こ
で
、
そ
の
う
ち
の
代
表
的
な
二
八
家
を
選
ん
で
借
銀
領
を
示
し
て
み

た
(
表
3
)
。
文
政
八
年
に
は
福
山
城
下
、
在
町
府
中
市
を
中
心
と
し

た
一
五
家
で
総
貸
付
銀
の
四
一
・
九
%
を
占
め
て
い
る
。
こ
れ
に
城
下

町
の
岩
田
屋
孫
四
郎
(
五
六
賃
)
、
倉
光
星
徳
左
衛
門
(
一
五
貫
)
、
深

津
郡
市
村
亀
蔵
(
三
五
賃
)
、
探
津
村
(
石
井
)
長
治
(
一
五
貫
)
、
そ

の
ほ
か
府
中
市
の
土
生
星
、
株
屋
、
お
よ
び
府
中
市
周
辺
の
田
民
星
、

福
田
村
作
蔵
の
地
主
・
商
家
八
家
を
加
え
る
と
、
総
計
八
三
〇
貫
余
と

な
り
、
総
貸
付
銀
に
対
し
五
四
・
九
%
と
な
る
。
同
様
に
天
保
四
年
は

二
二
家
で
三
一
・
九
%
で
あ
る
が
、
市
村
亀
蔵
は
じ
め
五
家
一
五
六
貫

を
加
え
る
と
、
総
貸
付
銀
に
対
し
三
九
・
四
%
と
な
り
、
残
り
二
〇
%

が
そ
の
他
の
地
主
・
豪
農
層
、
商
業
資
本
家
の
借
銀
と
な
る
。
ま
た
天

保
十
四
年
、
嘉
永
⊥
ハ
年
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
二
〇
家
で
総
貸
付
銀
の
四
〇

%
以
上
を
占
め
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
に
対
し
文
久
三
年
、
慶

応
三
年
の
比
率
は
、
二
〇
家
前
後
で
二
二
・
五
%
、
一
七
・
九
%
と
減

少
し
て
い
る
が
、
銀
額
と
し
て
は
現
状
維
持
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
こ
と
か
ら
地
域
的
広
が
り
の
傾
向
を
無
視
す
れ
ば
、
.
農
民
へ

の
質
地
金
融
は
ご
く
わ
ず
か
に
す
ぎ
ず
、
表
3
の
二
八
家
と
分
家
同
族

お
よ
び
領
主
・
藩
士
へ
の
貸
付
銀
が
過
半
を
占
め
て
い
た
こ
と
が
わ
か

る
。
そ
の
貸
付
銀
北
率
を
せ
政
八
年
よ
り
順
に
示
す
と
、
六
五
・
九
%
、

六
一
二
一
%
、
四
七
・
二
%
、
六
四
二
二
%
、
一
ハ
六
・
八
%
、
七
六
・

三
%
と
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
一
貫
し
て
分
家
同
族
と
各
地
(
妓
下
・

輌
・
府
中
市
・
松
永
二
二
原
・
尾
道
な
ど
)
の
商
業
資
本
家
お
よ
び
地

主
・
豪
農
層
が
、
延
藤
家
の
主
要
な
借
銀
者
で
あ
っ
た
(
文
久
年
間
よ

り
領
主
金
融
が
加
わ
る
)
　
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
そ
れ
は
延
藤
家
の
御



近世後期における貸付資本の存在形態(中山)

表3　領内外の商業資本および地主・豪農層28家への貸付銀　　　　　　　(単位　銀匁)

地域 氏　　　　　　 名 文政 8 天保 4 天 保 14 嘉永 6 文久 3 空応 3

城

(1) 帯　 巨　 利　 兵　 衛 75 ,∞ 0 30 ,∞ 0 3 5 ,0 0 0 49 ,9 80 3 2, 200 37 ,0 00

73 ,8 90

(21 鉄　 星　 一　 族 50 ,0 00 180 ,00 0

32 ,68 3

(机 0側 148 .9 60

29 .4 00

20 ,000

下

深
津

郡

(3日 目本 屋　 吉 兵 衛

(可 池 鯉 鮒 屋　 甚 兵 衛

(51 手 城 村　 喜 左 街 門

(6) 千 田 村　 河 相 一 族

5 ,4 00

20 ,0 00

34 , 196

~　6 5 ,8 00

1 10 ,的 0

10 0 ,000

55 ,97 0

沼

隅

郡

回 保 命 洒 匡　 書 兵 衛

(可 近 田 屋　 五 郎 八 2,0 00

3 0,0 00

28 ,4 20

35 ,0 00

80 ,0 00

5 0 ,00 0

8 ,78 4

80 ,0 00

12 4,5 80 101 ,500 30 7,5 60

(9) 大 木 昆　 喜 代 八

(10) 入 江 屋　 四 郎 三 郎

回 大　 松　 星　 豊　 太

(12) 藤 江 村　 熊 太 郎

(131 水 呑 村　 前 左 街 門

(141 山 南 村　 儀 平 治

10 0 ,00 0

8 5 ,00 0

30 ,0 00

102 ,0 00

9 0,的 0

16 0,∞ 0

5 0,㈹ 0

103 ,4 50

29 ,80 0

5 1,4 50

6 9,2 00

2 7.4 00

3 5 ,650

こ比γ

(15) 神　 辺　 星　 一　 族 18 6 ,0 8 8 1,2 94 69 ,6 00 7, 40 0 70 ,0側

16 7 ,240(15) 阿　 賀　 星　 一　 族 15 0 ,65 7 5 5,9 67 118 ,8 23 7 2, 47 0

11, 76 0

58 ,8 68

(17) 隅　 屋　 一　 族 11 ,48 0 2 9,9 20 195 ,8 69 3 .9 20 4 ,440

田 (18) 味　 噌　 星　 二　 族 4 0 ,00 0 2 4,5 00

2 9,2 54

6 ,0 00

3 1, 150

33 ,3 70

8 1,4 00

2 25 ,800

29 ,600

ロ
P口
治

(19) 西　 紺 一足　 半　 七 2 ,64 5 26 3, 63 2

‖
郡 (20) 湯　 野　 星　 一　 族 9 ,3 10 6 9, 40 0

(21) 新市村　 目崎星一族

(22) 戸 手 村　 信 岡 一 族

1 ,98 0 1,0 00 5 1,7 80

170 ,0 00

1 19, 80 0 17 1,5 80 1 16 ,360

他

領

(23) 油　 臣　 元　 助 15 ,00 0 14 0,0 00 45 ,0 00 ●75 6 ,78 0 44 ,7 10 4 7 ,67 0

(叫 尾 道　 灰 庭 一 族 150 ,0 00

13 ,0 00

30 9 ,80 4 11 6,4 00 8 3 ,_66 0

(25) 尾 道　 住 星 一 族 8 1 ,60 0 100 ,的 0 1 11 ,88 0

(26) 松 浦 昆　 俵 十 邱 5 4 ,4u O 4 1,9 03 21 ,50 2

囲 三 原　 川 口星 一 族 68 ,00 0 13 6,4 85 42 ,90 0

(28) 笠 岡　 胡 星 一 族 48 ,42 4 20 3,8 33 2 09 ,40 4

㊤　 合　　　　　　　　 計 6 33 ,7 57 66 8, 03 8 1, 498 ,8 05 2 ,5 96 ,39 0 1, 55 6,8 39 1,6 13 ,15 6

㊤ / 総　　 貸　　 付　　 銀 4 1 .9 % 3 1・噂 4 1.5 % 46 .0 % 2 2.5 % 17 .9 %

これらの(1)～(28)への貸付銀は表2の※その他に含まれる。(23)の*正銀756.780匁は尾道商業資本24家への

貸付引受額である。



用
達
商
人
お
よ
び
備
後
南
部
に
お
け
る
最
大
の
貸
付
資
本
家
と
し
て
の

存
在
形
態
に
規
定
さ
れ
て
い
る
と
も
い
え
よ
う
。

回
　
利
銀
収
入
の
分
析

貸
付
銀
の
利
銀
収
入
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
延
藤
家
の
収
入
の
中

心
的
位
置
を
占
め
、
年
に
よ
っ
て
は
そ
の
九
〇
%
に
達
す
る
場
合
も
あ

っ
た
。
こ
こ
で
は
ま
ず
表
1
の
形
式
に
そ
っ
て
、
銀
額
別
の
利
払
者
数

(
7
)

を
概
観
し
て
お
く
。
文
政
八
年
よ
り
天
保
十
四
年
ま
で
は
、
表
1
の
傾

向
に
ほ
ぼ
照
応
し
て
い
る
と
い
え
る
。
す
な
わ
ち
借
銀
者
数
が
そ
れ
ぞ

れ
二
八
六
名
、
三
八
一
名
、
五
五
九
名
で
あ
る
の
に
対
し
、
利
払
老
数

は
三
〇
一
名
、
三
七
四
名
、
五
八
九
名
と
ほ
ぼ
同
数
で
あ
る
こ
と
、
さ

ら
に
銀
領
別
の
分
布
も
表
1
の
銀
額
の
単
位
を
一
桁
お
と
す
と
、
そ
れ

が
そ
の
ま
ま
銀
額
別
の
利
払
老
数
と
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
こ

ろ
が
嘉
永
六
年
か
ら
は
、
若
干
様
相
が
違
っ
て
く
る
。
嘉
永
六
年
の
借

銀
者
が
四
〇
-
名
で
あ
る
の
に
対
し
、
利
払
者
は
五
二
三
名
、
同
様
に

文
久
三
年
は
二
二
一
名
に
対
し
四
九
七
名
、
慶
応
三
年
は
一
八
八
名
に

対
し
四
三
九
名
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
も
利
銀
三
〇
日
以
下
の
利
払
者

が
異
常
に
多
く
、
た
と
え
ば
文
久
三
年
、
慶
応
三
年
の
三
〇
〇
日
以
下

の
借
銀
者
は
わ
ず
か
一
七
名
、
二
名
に
す
ぎ
な
か
っ
た
が
、
▼
利
銀
三

〇
日
以
下
の
利
払
者
は
、
そ
れ
そ
れ
二
八
二
名
・
二
三
ハ
名
も
存
在
す

る
の
で
あ
る
。
彼
ら
の
ほ
と
ん
ど
は
府
中
市
の
下
層
民
で
あ
り
、
か
つ

延
藤
家
の
借
星
人
で
あ
る
。
彼
ら
が
こ
こ
で
払
う
利
銀
と
は
、
家
賃
の

滞
納
分
へ
利
息
が
か
か
っ
た
分
で
あ
ろ
う
。
こ
の
利
息
分
だ
け
が
「
大

福
入
」
の
「
利
方
」
　
の
項
に
入
れ
ら
れ
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。

つ
ぎ
に
、
領
主
・
藩
士
、
分
家
同
族
お
よ
び
表
3
の
二
八
家
が
支
払

っ
た
利
銀
を
表
4
に
よ
っ
て
検
討
し
て
お
こ
う
。
ま
ず
文
政
八
年
か
ら

天
保
十
四
年
ま
で
を
み
る
と
、
彼
ら
が
支
払
う
利
銀
は
全
体
の
六
〇
%

前
後
で
あ
る
。
少
し
ず
つ
減
少
し
て
い
る
の
は
、
利
払
者
の
数
が
文
政

八
年
の
三
〇
一
名
か
ら
三
七
四
名
、
五
八
九
名
と
増
加
し
て
い
る
た
め

で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
天
保
十
四
年
は
、
彼
ら
の
借
銀
が
総
貸
付
銀
に
対

し
て
四
七
・
二
%
で
あ
る
の
に
対
し
、
表
4
の
㊥
/
総
利
銀
は
五
八
・

一
%
(
利
子
率
八
・
三
八
%
)
と
高
く
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
こ
の
年

に
農
民
へ
の
質
地
金
融
が
多
く
、
利
銀
と
い
う
形
で
の
利
銀
納
入
が
少

な
か
っ
た
こ
と
(
「
小
作
料
」
と
し
て
記
載
か
)
、
お
よ
び
他
の
商
業
資

本
家
の
利
払
い
も
円
滑
に
納
入
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
な
ど
が
推
測
さ
れ

る
。
嘉
永
六
年
以
降
は
、
借
銀
者
が
年
々
減
少
し
て
い
く
に
つ
れ
、
往

ら
の
納
入
す
る
利
銀
の
比
率
も
、
さ
ら
に
絶
対
額
も
増
加
し
、
慶
応
三

年
に
は
八
一
・
八
%
、
三
二
九
貫
余
と
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

国
　
中
括
　
-
　
利
率
を
中
心
と
し
て
　
-

図
1
は
貸
付
銀
の
利
率
の
推
移
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
文
化
十
二

年
二
八
一
五
)
に
二
一
二
ハ
%
と
異
常
な
高
さ
を
示
し
て
い
る
の
は
、

し

こ
の
年
、
餃
主
金
融
の
利
銀
が
一
挙
に
入
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に

し
て
も
文
化
年
間
に
は
一
〇
%
以
上
の
利
率
を
示
し
、
文
政
年
間
に
入

っ
て
も
そ
の
前
半
は
八
～
九
%
と
高
率
を
保
っ
て
い
る
。
し
か
し
後
半

よ
り
五
～
六
%
台
に
お
ち
、
幕
末
ま
で
の
水
準
が
保
た
れ
て
い
る
が
、

慶
応
三
年
に
な
る
と
四
%
台
に
お
ち
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

つ
ぎ
に
個
人
ご
と
の
利
率
を
検
討
し
よ
う
。
貸
付
銀
を
た
て
軸
に
、



近世後期における貸付資本の存在形態(中山)

表4　領主・分家および28家の利銀納入　　　　　　　　　　　　　(単位　良匁)

利 銀 納 入 老 文 政 8 天 保 4 天 保 14 嘉 永 6 文 久 3 慶 応 3

領 主 ・藩士

22,728

1,600 1,8 09 8,129 74,508 10,546

分 家 同 族 37,001 17,8 03 66,66 1 181.552 2 12,961

(り 5,250 2, lqO 2,678 3 ,362 3,450 4,227

3 ,623

(2) 3,642 12,824 5,251 8 ,835

1,00 1

1,020

(3)

(4)

(5)

(6)

40

1,428

4,851

3,159

2,431

4,631

8 ,160

7,800

＼ 3,013

(7)

回 100 640

4,896

3 ,825

99 3

4,827

18,880 20 ,394 28,591

(9)

(10)

(11)

(叫

(13)

(141

7 ,8 54

6,0 69

2,448

8,609

7,344

13,056

4 ,080

7,925

2,415

3,774

6,038

2,4 15

2,642

(15) 12,525 24 5 ,984 256 4.477

6,303(15) 11,976 2,971 9 ,6 14 8,978 4 ,115

(17) 73 1 2,504 18 ,4 19 2,249 362 408

(18)

(19)

(20)

2,500

154

1,168

2,114

3 ,068

73 3

2,488

709

18,627

5,527

2,979

5二0 50

10,995

4,902

(21)

(22)

132 1,460 5,347

15,137

11, 193 12,656 8 ,489

(23) 108 9 ,24 3 3,891 1,219 2,453 2 ,159

(24) 10,9 14

82

14,815 3 ,623 4 ,008

(25) 2,402 8 ,208 6,10 1

(26) 7,104 2,264 2,26 4

(271 7,154 6,468 :　 2,264

(28) 5,930 6,80 1 10,441

(9　 計 67,333 86 ,035 142,739 222,338 365,307 329,377

(り/ 総 利 銀 63.8% 6 1.5% 58.1% ? 76.7% 、_ 8 1.8%

⑤ / 借　 銀 6.75% 6 .73% 8.38% 6 .13 % 7.89% 4.79%



元
治
元
年
二
八
六
四
)

安
些
ハ
年
二
八
五
九
)

安
政
元
年
二
八
五
四
)

詰
永
二
年
二
八
四
九
)

弘
化
元
年
二
八
四
円
)

天
保
十
年
(
一
八
三
九
)

天
保
五
年
二
八
三
四
)

文
政
十
二
年
二
八
二
九
)

文
政
七
年
(
一
八
二
四
)

受
些
事
二
八
l
九
)

文
化
十
一
年
二
元
一
四
)

文
化
七
年
二
八
一
〇
)

図l　利銀回収率の推移と期首総貸付銀

(匁)
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図2-(2)貸付銀と利率の相関(慶応3年)　　図2-日　貸付銀と利率の相関(文政8年)
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近世後期における貸付資本の存在形態(中山)

利
率
を
横
軸
に
と
っ
て
作
図
す
る
と
、
①
貸
付
銀
が
多
い
ほ
ど
利
率
は

低
く
な
る
。
㊤
な
か
に
は
期
首
総
貸
付
銀
に
は
あ
ら
わ
れ
な
い
二
、
三

カ
月
の
短
期
の
貸
付
利
銀
を
含
ん
で
い
る
場
合
や
、
利
銀
滞
納
分
も
あ

わ
せ
て
約
人
す
る
こ
と
も
あ
る
た
め
、
利
率
が
二
〇
%
以
上
に
お
よ
ん

で
い
る
葛
も
い
る
。
逆
に
利
銀
滞
納
の
た
め
か
、
結
果
と
し
て
き
わ
め

て
低
利
率
に
な
っ
て
い
る
借
銀
者
も
あ
り
、
①
の
憤
向
を
く
ず
さ
な
い

と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
個
々
の
利
率
に
ば
ら
つ
き
が
多
く
な
っ
て
い

る
。
㊥
幕
末
に
近
づ
く
に
つ
れ
、
利
銀
未
払
者
の
占
め
る
割
合
が
増
加

す
る
。
以
上
の
三
点
が
指
摘
で
き
る
。

そ
こ
で
図
2
-
日
回
に
よ
っ
て
、
文
政
八
年
と
慶
応
三
年
の
場
合
を

具
体
的
に
検
討
し
よ
う
。
図
の
右
上
の
数
字
は
総
計
人
数
、
そ
の
下
の

比
率
は
表
1
の
借
銀
者
に
対
す
る
数
値
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
文
政
八

年
に
は
借
銀
老
二
八
一
ハ
名
の
う
ち
利
銀
を
払
っ
た
の
は
二
四
五
名
で
、

そ
の
比
率
が
八
五
・
七
%
、
残
り
の
四
一
名
は
利
銀
未
払
者
で
あ
る
こ

と
を
示
す
。
さ
て
図
2
-
日
に
示
し
た
文
政
八
年
か
ら
み
て
み
よ
う
。

さ
き
に
指
摘
し
た
①
㊥
の
特
徴
を
よ
く
示
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
で

あ
ろ
う
。
一
貫
目
以
下
は
利
率
一
二
～
一
四
%
が
中
心
で
あ
り
、
一
～

五
〇
貫
目
の
借
銀
者
は
ほ
ぼ
八
～
一
〇
%
の
利
率
と
な
っ
て
い
る
。
⑨

の
未
払
者
に
つ
い
て
は
、
表
1
と
対
照
す
れ
ば
五
〇
〇
日
以
下
の
借
用

者
に
多
い
。
ま
た
一
〇
～
五
〇
貫
の
借
銀
老
に
未
払
者
が
三
名
い
る
が
、

こ
の
う
ち
二
名
は
分
家
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
慶
応
三
年
を
検
討
す
る
。
一
〇
～
五
〇
貫
目
の
利
率
の
お
ち

こ
み
(
六
%
以
下
)
が
特
徴
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
年
も
①
㊤
の
特

徴
を
よ
く
表
わ
し
て
い
る
。
そ
し
て
④
全
体
的
に
未
払
者
が
多
い
。
表

1
と
対
照
す
れ
ば
、
三
〇
〇
貫
目
以
上
で
は
、
勘
定
所
、
松
本
喜
四
郎

(
分
家
)
、
「
年
賦
方
」
(
分
家
同
族
へ
の
低
利
の
融
資
お
よ
び
没
落
商

業
資
本
家
へ
の
趣
法
銀
を
含
む
)
が
利
儲
未
払
い
で
あ
り
、
一
〇
〇
～

三
〇
〇
貫
で
は
、
郡
役
所
と
、
表
3
㈹
味
噌
足
利
左
街
門
が
未
払
い
と

な
っ
て
い
る
。
逆
に
二
〇
%
以
上
の
高
率
と
な
っ
て
い
る
の
が
、
下
菅

屋
、
綿
問
屋
操
二
郎
(
と
も
に
分
家
)
　
で
あ
り
、
こ
れ
ら
は
積
年
の
利

銀
を
支
払
っ
た
結
果
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
「
年
賦
方
」
の
利
払
い
が
こ

こ
に
含
ま
れ
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
。
そ
の
ほ
か
代
表
的
な
未
払
者
を

列
挙
す
る
と
、
表
3
㈹
阿
賀
屋
加
三
郎
・
源
三
郎
、
囲
住
昆
新
蔵
、
奉

行
所
、
芦
田
郡
府
川
村
田
民
星
又
右
街
門
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。

以
上
、
延
藤
家
の
貸
付
銀
を
分
析
し
て
き
た
が
、
そ
こ
に
は
、
当
地

域
の
商
業
資
本
家
、
地
主
・
豪
農
層
の
、
経
済
変
動
に
と
も
な
う
さ
ま

ざ
ま
な
浮
沈
・
盛
衰
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
つ

ぎ
に
各
地
の
商
業
資
本
家
を
例
に
と
り
、
延
藤
家
の
貸
付
銀
と
関
連
さ

(
8
)

せ
な
が
ら
み
て
い
き
た
い
。

三
　
貸
付
相
手
の
個
別
的
分
析

H
　
分
家
同
族

分
家
の
利
銀
納
入
を
い
ま
一
度
利
率
で
示
す
と
、
文
政
八
年
六
二
一

%
、
天
保
四
年
六
・
二
%
、
天
保
十
四
年
一
〇
・
二
%
、
嘉
永
六
年
七

・
五
%
、
文
久
三
年
七
・
九
%
、
慶
応
一
二
年
六
・
一
%
で
あ
り
、
き
わ

め
て
安
定
し
た
利
払
い
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
二
の
回
で
も
指
摘
し
た

よ
う
に
、
個
別
的
に
検
討
す
る
と
、
な
か
に
は
未
払
者
も
い
て
、
決
し



表5　天保5年期末時における尾道、菅屋の

惣指引

本　家……70,700匁

右利足……4,197.5

〆`　74,897.5

内

有質・…・・35,820　　歩358.2

春流……12,734　　歩127.34

有物…‥・9,160.1

時貸……257.27

有札……(記載なし)*別表参照

残(記載なし)不足

別表　同上における「着帽差引」(天保4～5年分)

収

入

天 保 4 年 「利　 銀 」 2 2 , 2 2 7 . 6 3匁

〝　 5 年　 ~〝 1 2 , 7 4 4 . 9 9

匡I　　　 計 3 4 , 9 7 2 . 6 2匁

支

本 家 へ 利 銀 払 込 3 0 , 8 5 1 . 4 5匁

流　 質　 損　 .銀 1 1 , 8 69 . 57

そ の 他 不 足 ・損 銀 1 , 78 3 .5 3

出 雑　 用　 支　 出　 銀 6 , 12 .7 8

その 他 ( 井 堀星 暮 方 ) 2 ,6 3 5

【司　　　 計 5 3 ,2 6 0 .3 3 匁

匡ト 匹] △ 18 .2 8 7 .7 1

注)「質方勘定帳(菅屋書之助)」(天保6年)による。

家
同
族
の
経
営
へ
の
不
信
感
は
、
い
か
に
彼
ら

の
経
営
が
破
産
の
危
機
に
頻
し
て
い
た
か
と
い
　
1
0

う
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

し
か
し
史
料
の
制
約
上
、
幕
末
期
の
分
家
の

経
営
状
況
を
明
ら
か
に
す
る
.
こ
と
が
で
き
な
い

の
で
、
こ
こ
で
は
天
保
期
の
尾
道
・
菅
星
の
経

営
内
容
の
〓
柄
を
検
討
す
る
。
表
5
は
そ
の
菅

星
の
天
保
五
年
(
一
八
三
四
)
に
お
け
る
「
質

方
」
の
惣
差
引
、
お
よ
び
利
銀
差
引
(
別
表
)

を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
表
よ
り
み
て
と

れ
る
こ
と
は
、
ま
ず
「
質
方
」
の
元
立
金
が
す

.
へ
て
本
家
か
ら
の
七
〇
貫
余
の
資
金
融
資
で
賄

な
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
菅
尾
自

て
安
定
し
た
経
営
状
況
で
あ
っ
た
と
い
い
き
れ
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。

明
治
八
年
(
一
八
七
五
)
に
本
家
当
主
書
兵
衛
は
、
幕
末
に
お
け
る
分

(
9
)

家
の
あ
り
さ
ま
を
回
顧
し
な
が
ら
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

(
分
家
の
)
家
産
巳
二
喝
レ
ハ
毎
々
宗
家
二
哀
訴
ス
、
随
ヒ
敦
ハ

随
ヒ
破
ル
、
家
名
ハ
存
ス
ト
班
ト
モ
産
業
愈
々
衰
フ
、
永
続
ノ
目

途
立
難
シ
、
仮
令
今
復
夕
家
産
ヲ
分
ケ
之
ヲ
賑
救
ス
ト
錐
ト
モ
、

往
時
ヲ
以
将
来
ヲ
徴
ス
ル
こ
、
復
夕
必
ス
毀
敗
セ
ン

こ
こ
に
は
、
幕
末
期
に
分
家
同
族
の
経
営
が
破
綻
し
た
こ
と
り
ま
た
資

産
を
分
与
し
て
経
営
の
テ
コ
入
れ
を
再
度
お
こ
な
っ
た
と
し
て
も
、
分

家
の
商
業
経
営
は
う
ま
く
軌
道
に
の
ら
な
い
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
分
家

同
族
へ
の
不
信
感
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
分

身
の
資
金
は
全
く
投
下
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
か
ら
有
質
や
春
流
な
ど

の
内
訳
計
は
、
本
来
本
家
貸
銀
と
利
足
の
計
七
四
貫
八
九
七
・
五
匁
と

同
額
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
内
訳
の
計
は
約
五
八
貫
で
、

有
札
の
記
載
は
な
く
「
残
　
不
足
」
と
い
う
事
態
と
な
っ
て
い
る
。
経

営
が
順
調
に
い
っ
て
い
れ
ば
、
こ
こ
に
有
札
が
一
九
貫
余
と
書
か
れ
、

残
○
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
別
表
に
示
し
た
よ
う
に
、
「
利
良

差
引
」
は
一
八
貫
余
の
不
足
と
な
っ
て
お
り
、
有
札
が
存
在
す
る
余
地

は
な
い
。
す
な
わ
ち
こ
れ
は
、
質
流
の
損
良
と
三
〇
貫
余
と
い
う
本
家

へ
の
利
銀
払
込
み
が
、
菅
星
の
質
経
営
を
圧
迫
し
て
い
る
形
と
な
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
菅
星
の
経
営
状
況
と
、
幕
末
期
の
分
家
同
族
の
経
営
状



近世後期における貸付資本の存在形態(中山)

況
に
は
た
し
て
ど
の
よ
う
な
相
違
点
が
あ
る
の
か
、
残
念
な
が
ら
こ
こ

で
は
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
か
し
幕
末
期
に
お
い
て
分

家
同
族
が
安
定
し
た
利
銀
支
払
い
を
お
こ
な
っ
て
い
て
も
、
そ
れ
が
決

し
て
分
家
店
の
経
営
の
安
定
を
示
す
こ
と
に
な
ら
な
い
こ
と
は
、
右
の

事
例
で
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
先
に
引
用
し
た
明
治
八
年
に
お
け
る
本
家

当
主
の
分
家
同
族
へ
の
批
判
が
、
事
実
認
識
を
ふ
ま
え
た
も
の
　
-
　
若

干
の
誇
大
表
現
が
あ
る
と
し
て
も
　
ー
　
と
す
る
な
ら
ば
、
分
家
同
族
の

幕
末
期
に
お
け
る
借
叙
額
の
急
増
は
、
経
営
の
不
安
定
さ
か
ら
来
た
も

の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
そ
れ
ゆ
え
に
、
本
家
が
圧
倒
的
な
金
融
支
配
を
も

っ
て
分
家
同
族
の
破
綻
し
っ
つ
あ
っ
た
経
営
の
内
部
に
ま
で
立
ち
い

矩
)
分
家
店
を
い
わ
ば
本
家
の
「
出
店
」
と
化
し
っ
つ
あ
っ
た
と
と
も

に
、
分
家
の
経
営
を
も
、
自
己
の
貸
付
資
本
の
蓄
積
基
盤
と
し
て
十
分

に
活
用
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

回
　
府
中
市
商
業
資
本

在
町
府
中
市
の
商
業
資
本
が
近
世
後
期
か
ら
明
治
初
年
に
か
け
て
、

ど
の
よ
う
な
変
遷
を
た
ど
っ
た
の
か
、
と
く
に
天
保
期
以
降
の
商
業
資

本
の
動
向
は
明
ら
か
で
な
い
部
分
が
多
㍗
こ
こ
で
は
お
も
に
表
3
に

あ
げ
た
囲
～
帥
を
と
り
あ
げ
な
が
ら
、
府
中
市
の
商
業
資
本
家
の
動
向

を
二
、
三
検
討
し
て
お
き
た
い
。

延
藤
家
は
、
右
の
㈹
～
回
を
は
じ
め
と
し
て
、
そ
の
ほ
か
の
町
内
の

商
家
か
ら
家
臣
敷
・
田
畑
を
大
量
に
取
得
し
て
い
る
が
、
そ
の
こ
と
自

体
は
、
府
中
市
の
商
業
資
本
家
の
経
営
が
う
ま
く
立
ち
ゆ
か
な
く
な
っ

た
こ
と
を
示
す
指
標
だ
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
㈹
阿
賀
屋
(
姓
、

上
月
)
と
㈹
味
噌
星
(
姓
、
浦
上
)
は
、
一
八
世
紀
以
来
の
府
中
市
を

代
表
す
る
「
豪
家
」
で
あ
っ
た
が
、
的
は
嘉
永
六
年
に
代
銀
六
三
貫
目
、

元
治
元
年
二
八
六
四
)
に
代
銀
二
一
貫
目
」
叫
は
嘉
永
三
年
に
代

銀
四
〇
貫
目
、
文
久
二
年
に
石
高
二
石
余
(
売
却
代
銀
不
明
)
の
家
臣

敦
を
、
そ
れ
ぞ
れ
延
藤
家
に
売
却
し
て
い
奄
0

な
か
で
も
㈹
味
噌
昆
甚
兵
衛
は
、
幕
末
期
に
経
営
破
綻
と
な
っ
た
の

で
あ
っ
た
。

(
安
政
六
年
)

当
村
浦
上
甚
兵
衛
、
去
ル
未
年
ぶ
酒
造
仕
込
銀
口
入
致
呉
度
与
、

同
家
利
左
衛
門
引
受
二
而
、
甚
兵
衛
銀
子
入
用
次
第
相
渡
し
呉
度
、

.
返
済
方
之
俵
ハ
酒
元
代
銀
溜
り
次
第
払
入
可
申
候

こ
れ
に
よ
る
と
」
佃
の
酒
造
仕
込
み
が
困
難
と
な
り
、
安
政
六
年
(
一

八
五
九
)
か
ら
延
藤
家
の
資
金
融
資
を
求
め
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

延
藤
家
も
右
の
条
件
で
資
金
融
資
を
開
始
し
た
の
で
あ
る
が
、
と
こ
ろ

が
「
厚
ク
相
頼
慎
二
付
口
入
致
是
迄
世
話
」
し
て
き
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
甚
兵
衛
は
文
久
三
年
(
一
八
六
三
)
六
月
以
降
、
「
売
溜
銀
一
向

払
入
茂
不
仕
」
よ
う
に
な
っ
た
。
延
藤
家
は
引
受
人
の
利
左
衛
門
へ
た

び
た
び
利
払
い
を
勧
告
す
る
が
、
彼
も
「
等
閑
理
不
尽
之
取
向
」
　
で
あ

っ
た
と
い
う
。

▼
　
ま
た
甚
兵
衛
は
綿
問
屋
も
兼
ね
て
い
た
。
甚
兵
衛
が
生
産
者
農
民
に

貸
付
け
る
「
綿
為
替
銀
」
(
=
前
貸
銀
)
も
、
延
藤
家
か
ら
の
資
金
援

助
に
裏
づ
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
「
綿
為
替
銀
」
の
決
済
は
、

「
元
締
代
銀
廻
り
合
次
第
」
、
日
歩
の
利
足
を
も
っ
て
、
「
銀
子
出
入
指

引
勘
定
」
と
い
う
形
で
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
。
し
か
し
こ
れ
も
文
久
二

年
十
一
月
こ
ろ
よ
り
、
銀
子
勘
定
が
滞
り
が
ち
と
な
り
、
延
藤
家
は
翌

11



年
、
甚
兵
衛
の
綿
を
差
押
え
て
い
る
。
こ
う
し
て
味
噌
星
甚
兵
衛
は
延

藤
家
に
対
し
て
、
莫
大
な
借
銀
を
背
負
う
こ
と
と
な
り
、
文
久
三
年
九

月
に
は
一
八
〇
貫
目
余
の
額
と
な
っ
た
の
で
あ
っ
短
)

表
3
の
回
隅
屋
久
兵
衛
は
弘
化
年
間
に
経
営
破
綻
に
お
ち
い
り
没
落

し
た
一
人
で
あ
る
。

(
天
保
十
年
)

当
村
隅
屋
久
兵
衛
義
借
銀
相
重
り
慎
二
付
、
去
ル
亥
歳
暮
家
財
道

具
ヲ
売
払
借
銀
方
訳
立
仕
候
処
、
跡
相
続
難
出
来
二
而
、
矢
張
是

迄
之
通
時
質
稼
仕
度
候
間
、
成
丈
歩
安
こ
し
て
貸
呉
度
一
札
差
入
、

(
隅
呈
)
　
l

本
家
太
郎
三
郎
ぶ
厚
被
相
頼
候

久
兵
衛
は
借
銀
が
重
な
っ
た
た
め
、
天
保
十
年
(
一
八
三
九
)
に
家
財

道
具
を
売
払
っ
て
借
銀
を
精
算
し
た
が
、
経
営
の
メ
ド
が
立
た
な
か
っ

た
。
哀
れ
で
従
来
ど
お
り
「
時
質
稼
」
を
続
け
て
営
業
す
る
た
め
に
、

延
藤
家
へ
「
元
銀
貸
呉
度
」
と
快
い
で
て
い
る
の
で
あ
る
。
延
藤
家
は

こ
れ
に
対
し
、
久
兵
衛
家
と
は
祖
父
の
代
よ
り
「
懇
意
二
致
居
候
故
、

気
之
毒
二
存
、
承
知
仕
質
銀
差
支
不
申
候
様
貸
渡
」
す
こ
と
に
し
た
。

と
こ
ろ
が
弘
化
二
年
(
一
八
四
五
)
の
二
月
か
ら
利
払
い
が
全
く
途
絶

え
た
た
め
、
「
有
質
」
い
っ
さ
い
を
差
押
え
、
「
質
受
銀
帳
面
」
を
み
た

と
こ
ろ
、
久
兵
衛
の
質
経
営
は
破
綻
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
そ

れ
で
延
藤
家
は
本
家
の
太
郎
三
郎
家
へ
「
段
々
掛
合
侯
得
共
」
、
い
っ

こ
う
に
何
の
対
処
も
し
よ
う
と
し
な
い
の
で
、
代
官
所
へ
訴
願
し
た
の

で
あ
っ
な
〉
こ
の
事
件
に
よ
っ
て
隅
星
久
兵
衛
の
「
時
質
稼
」
は
ま
っ

た
く
潰
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
で
も
幕
末
期
に
久
兵
衛
は
銀
札
四
貫
目

程
度
を
借
用
し
て
い
る
が
(
表
3
)
、
お
そ
ら
く
何
ら
か
の
形
で
細
々

と
し
た
営
業
を
お
こ
な
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

つ
ぎ
に
醤
油
醸
造
と
天
保
期
後
半
よ
り
質
星
を
営
ん
で
い
た
川
西
相

星
半
七
の
場
合
を
検
討
す
る
。
こ
の
西
相
星
も
前
述
の
回
隅
星
と
同
じ

く
、
弘
化
年
間
に
は
い
る
と
経
営
が
悪
化
し
た
。
と
く
に
革
氷
六
年
こ

ろ
に
は
、
「
追
々
借
財
増
二
相
成
、
半
七
所
持
之
家
居
井
貸
家
・
田
畑

等
迄
(
延
藤
家
へ
)
御
渡
中
上
」
げ
、
「
追
々
趣
法
申
合
」
と
い
う
ほ

ど
に
な
っ
た
。
し
か
し
西
紺
屋
の
経
営
を
建
て
直
す
す
べ
も
な
く
、
「
安

政
四
巳
勘
定
八
拾
貫
目
余
切
銀
」
、
「
安
政
六
未
盆
勘
定
中
、
貸
其
外
諸

帳
面
前
五
拾
貫
斗
切
銀
」
と
な
り
、
経
営
の
危
機
に
お
ち
い
っ
た
の
で

あ
」
登
表
3
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
嘉
永
六
年
は
二
六
三
賃
余
の
借

銀
額
、
ま
た
安
政
五
年
に
は
二
一
〇
貫
の
借
銀
と
な
っ
て
お
り
、
延
藤

家
の
分
家
同
様
に
、
延
藤
家
の
資
金
で
西
紺
屋
の
経
営
(
質
・
醸
造
)
は

動
い
て
い
奄
こ
の
あ
と
同
家
が
ど
う
な
っ
た
か
不
明
で
あ
る
が
・
文

久
三
年
、
慶
応
三
年
の
両
年
に
銀
貸
借
関
係
が
な
い
こ
と
か
ら
推
測
す

る
と
、
「
莫
大
之
御
損
毛
」
を
う
け
た
延
藤
家
に
、
「
一
切
取
引
無
御
座
」

と
資
金
融
資
を
断
た
軸
)
没
落
し
て
い
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
、
回
～
回
の
三
家
の
経
営
破
綻
の
よ
う
す
を
み
て
き
た
が
、
こ

の
三
家
は
明
治
四
年
の
「
世
直
し
」
騒
動
の
際
に
、
領
民
の
打
ち
こ
わ

し
の
対
象
と
な
っ
て
い
な
㍗
こ
れ
は
幕
末
維
新
期
ま
で
に
完
全
に
没

落
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
証
明
す
る
虻
の
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
て
府
中

市
の
商
業
資
本
に
は
、
㈹
阿
賀
星
や
軋
湯
野
良
(
姓
、
安
聾
・
の
よ
う

に
幕
末
維
新
の
経
済
変
動
を
、
延
藤
家
の
資
金
援
助
に
よ
っ
て
何
と
か

の
り
き
っ
て
い
く
場
合
も
あ
る
が
、
回
～
回
の
よ
う
に
廷
藤
家
の
テ
コ

入
れ
を
う
け
な
が
ら
も
、
最
終
的
に
は
没
落
し
て
い
っ
た
事
例
も
多
い
。

い
ま
延
藤
家
の
融
資
を
う
け
て
い
る
府
中
市
と
そ
の
周
辺
村
落
の
商
業

12
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資
本
家
(
屋
号
も
ち
小
商
人
も
含
む
)
　
の
数
を
推
定
す
る
と
、
天
保
四

年
は
一
ハ
七
名
、
嘉
永
一
ハ
年
は
七
六
名
、
慶
応
三
年
は
四
四
名
、
そ
し
て

明
治
三
年
七
月
に
は
二
七
名
と
な
る
。
一
こ
の
慶
応
三
年
、
明
治
三
年
に

お
け
る
借
銀
者
の
減
少
は
、
回
～
州
の
事
例
に
限
ら
ず
、
府
中
市
お
よ

び
そ
の
周
辺
地
域
に
お
い
て
.
、
没
落
す
る
中
小
の
商
業
資
本
家
が
多
か

っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

回
　
柄
商
業
資
本

瀬
戸
内
海
有
数
の
港
町
柄
に
お
け
る
、
商
業
の
変
遷
に
つ
い
て
は
r
福

山
市
史
」
を
は
じ
め
脇
坂
昭
夫
氏
の
研
究
が
あ
毎
脇
坂
氏
に
よ
る

と
、
柄
に
お
い
て
は
す
で
に
一
八
世
紀
後
半
か
ら
他
国
商
事
が
行
き
づ

ま
り
、
柄
商
業
が
衰
退
し
て
い
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

柄
津
閑
町
播
磨
屋
久
右
衛
門
義
、
銀
子
入
用
相
願
近
年
取
引
仕
候

処
、
去
壽
苧
一
月
改
札
銀
三
拾
貫
目
貸
渡
候
内
、
拾
貫
目
去
寅

四
月
限
り
、
残
り
弐
拾
貫
目
同
五
月
限
り
約
定
之
所
、
両
様
共
限

月
二
至
り
元
利
返
済
不
仕
、
当
人
久
右
衛
門
場
へ
度
々
掛
合
任
侠

処
、
趣
法
杯
申
立
延
引
而
巳
相
断
訳
立
不
隼

こ
れ
は
安
政
二
年
二
八
五
五
)
九
月
に
、
延
藤
家
が
播
磨
屋
久
右

衛
門
を
代
官
所
に
訴
え
で
た
と
き
の
史
料
で
あ
る
。
播
磨
星
が
ど
の
よ

う
な
営
業
を
し
て
い
た
か
不
明
で
あ
る
が
、
と
も
か
く
播
磨
屋
は
利
払

い
期
限
を
と
う
に
一
カ
年
経
過
し
て
い
て
も
、
延
藤
家
へ
の
利
銀
返
済

が
で
き
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
延
藤
家
は
数
回
に
わ
た
っ
て
催
促
し
て

い
る
が
、
久
右
衛
門
は
「
平
二
相
歎
キ
無
余
儀
相
延
」
す
と
い
う
こ
と

の
く
り
返
し
で
あ
っ
た
。
ま
た
保
証
人
の
同
族
甚
三
郎
に
い
た
っ
て
は
、

「
同
人
持
前
一
円
無
之
」
と
立
替
金
も
だ
せ
な
い
状
態
で
あ
っ
た
。
こ

う
い
っ
た
と
こ
ろ
に
、
柄
商
業
資
本
の
深
刻
な
経
営
不
振
を
み
る
こ
と

が
で
き
よ
う
。

さ
て
こ
こ
で
は
、
以
上
の
よ
う
な
輌
商
業
の
衰
退
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

嘉
永
三
年
同
地
に
お
い
て
古
手
店
を
開
店
し
た
近
訂
昆
(
表
3
の
回
)

の
経
営
を
検
討
し
た
い
。
柄
に
お
い
て
他
国
商
事
が
衰
退
し
っ
つ
あ
る

な
か
で
、
そ
の
代
表
的
な
商
品
で
あ
る
古
手
を
取
扱
う
の
で
あ
る
か
ら
、

近
田
星
の
古
手
店
は
開
店
当
初
よ
り
き
び
し
い
状
況
に
お
か
れ
て
い
た

と
い
え
る
。
で
は
な
ぜ
近
田
屋
は
柄
に
古
手
店
を
開
店
し
た
の
で
あ
ろ

う
か
。
そ
れ
は
近
田
星
が
、
「
土
地
之
賑
ヲ
増
快
事
」
、
す
な
わ
ち
衰
退

し
っ
つ
あ
っ
た
柄
を
再
び
活
性
化
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
を
、
お
も
に
柄
.

の
中
村
書
兵
衛
(
表
3
の
M
)
お
よ
び
延
藤
家
か
ら
要
請
さ
れ
た
か
ら

で
あ
っ
た
。
近
田
屋
は
開
店
す
る
に
あ
た
っ
て
、
「
先
試
二
九
州
客
札

附
之
方
相
初
メ
、
追
々
順
合
宜
敷
侯
バ
ー
北
国
下
し
も
相
始
メ
、
順
々

次
第
二
応
シ
手
広
二
致
侯
」
と
経
営
方
針
を
決
め
て
い
た
が
、
中
村
吉

兵
衛
に
そ
の
方
策
で
は
「
土
地
之
賑
ヲ
増
」
す
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と

反
対
さ
れ
、
や
む
を
え
ず
翌
嘉
永
四
年
春
よ
り
「
北
国
下
シ
」
も
取
扱

う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
っ
奄

近
田
星
古
手
店
の
資
産
、
経
営
状
況
は
安
政
六
年
か
ら
文
久
二
年
ま

.
で
の
四
カ
年
が
判
明
す
る
。
ま
ず
経
営
収
支
か
ら
み
て
お
き
た
い
。
表

6
に
よ
る
と
、
万
延
元
年
(
一
八
六
〇
)
と
文
久
元
年
の
収
支
が
そ
れ

ぞ
れ
二
一
貫
余
、
七
貫
余
と
差
引
不
足
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

(
万
延
元
年
)
　
(
文
久
元
年
)

当
店
勘
定
之
儀
一
昨
年
、
昨
年
引
続
不
勘
定
引
続
、
尤
以
前
も
年
　
1
3

ニ
寄
不
勘
定
も
御
座
候
得
共
、
ケ
様
連
年
不
勘
定
相
続
供
事
も
無



表6　柳津近田崖の経営収支　　　　　　　　　　　　　　　　　単位(札銀匁)

安政 6 年 万延元年 文久元年 文久 2 年

古　 手　 売　 上　 利 39,374.67 13,6 98 .74 29,368.56 49, 113.3

1,954　 一

175 .9 1

金　 相　 差　 引　 利 24,5 18.31 9,4 05.13 △ 312.97

解 物 ~手 入 物 直 打 出 3 ,470 2,371.32 1

石　 物　 引　 当　 利

餅　 粕　 類　 引　 当　 利

そ　　　　 の　　　　 他

380

5,050

500

979.09

100

回　 収　　　 _入　　　 計 7 3,29 2.98 26,554.25 29 ,055 ,59 51,243 .2 1

諸　　　　 雑　　　　 用 14,4 62.4 12,412.17 12,500 12,055.1

臨　 時　 入　 用　 _銀　 一　 切 　 3,157.16 5 ,537.74 1,9 17.5 2,510 .5

飯　　 料　　 一一　　 切 3,945.87 4 ,548 .2 4,751 4,009

銀　 歩　 差 _　 引　 欠 6,438.79 4 .158.9 633.2 △ 1,393.7

店　　 中　　 給　　 銀 2,500 2 ,250 1,500 2,00り

利　 足　 出 t̀ 入　 〆

そ　　　　 の _　　　　 他

19,175.31

800

18 ,85 1.36 15,073.53 12;406.4

回　 支　　　 出　　　 計 50 ,489.57 47,75 8.3 7 36,625.53 31,587 .3

差　　　　　　 引　 回一 回 2 2,803 .4 1 △ 21,204.12 △ 7,569.94 19 ,655 .9 1

酎「末歳算用立利欠」(安政6年)、「近田屋古手店勘定帖写」(万延元年)、「酉歳勘定建」(文久元年)、「成年

勘定建丼有物召抜」(文久2年)より作成

御
座
、
殊
二
色
々
不
意
之
難
事
等
二
付
不
勘
定
二
相
成
侯
年
も
俵
有
之
、

是
等
老
格
段
之
義
二
而
無
難
二
取
行
侯
ハ
1
、
年
ヲ
重
候
内
自
然
二
癒
　
1
4

侯
道
理
も
御
座
候
得
共
、
申
酉
両
年
之
不
勘
定
老
別
段
臨
時
之
難
事
有

之
慎
二
も
無
御
座
、
地
合
之
不
勘
定
二
相
当
甚
以
心
底
不
安
歎
息
仕
居

中
晦
〉

こ
れ
ま
で
不
勘
定
の
年
が
何
回
か
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
「
不
意
之
難
事

等
」
の
出
費
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
「
年
ヲ
重
侯
内
自
然
二
症
候
」
よ

う
な
赤
字
で
あ
っ
た
と
い
う
。
し
か
し
近
田
星
は
万
延
元
年
、
文
化
元

年
の
不
勘
定
を
「
地
合
之
不
勘
定
」
一
=
取
引
(
市
場
)
に
お
け
る
不
勘

定
と
と
ら
え
、
「
甚
以
心
底
不
安
」
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。

安
政
六
年
に
は
二
二
貫
余
の
利
益
を
だ
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
古
手

の
売
上
利
は
と
も
か
く
と
し
て
、
表
6
に
よ
る
と
金
相
差
引
利
に
よ
る

収
入
が
多
い
こ
と
が
原
因
と
な
っ
て
い
る
。

一
四
百
七
拾
五
貫
六
百
五
拾
九
匁
　
〆

但
し
北
国
建
惣
売
高

此
金
　
七
拾
壱
匁
か
へ
売
上
金
均

六
千
六
百
九
拾
九
両

永
四
拾
弐
匁
弐
分
五
厘

此
代
　
七
六
壱
九
四
か
へ
買
入
金
均

五
百
拾
貫
四
百
五
拾
五
匁
八
分

指
引
三
拾
四
賃
四
百
九
拾
六
匁
八
分
埠

右
は
そ
の
金
相
差
引
の
一
部
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
金
相
差
引

と
は
、
他
領
と
の
取
引
の
際
に
生
ず
る
金
銀
交
換
の
差
額
で
あ
り
、
最

終
的
に
は
福
山
銀
札
に
換
算
し
た
と
き
の
出
目
で
あ
る
。
こ
の
三
四
貫
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表7　近田崖の古手売上利と借銀・取替銀

安 政 6 年 万 延 元 年 文 久 元 年 文 久 2 年

匡】 原　　　 価　　　　 筏 45 0 ,0 43 .3 4 2 7 2 , 4 0 2 . 2 1 3 7 6 ,7 2 3 . 6 7 4 6 3 ,5 0 1 .8

回　 売　　　 上　　　 鰯 4 8 9 ,4 18 .0 1 2 8 6 , 1 0 0 . 9 5 4 0 6 ,0 9 2 . 2 3 5 1 2 ,6 15 . 1

国　 (国　 一　 回 ) 3 9 ,3 7 4 .6 7 1 3 , 6 9 8 . 7 4 2 9 ,3 6 8 . 5 6 49 , 1 13 .3

固　　　 /　　　 園 8 .7 5 % 5 . 0 3ウ〈 7 . 7 9 % 10 .5 9 %

借 用 銀 (冨 荒　 藤　 霊 20 6 ,7 0 2 . 12 2 2 0 , 3 3 8 . 6 2 2 0 0 ,4 2 6 . 9 1 18 ,4 5 9 . 0

13 ,3 5 4 . 1 6 6 , 5 1 9 . 6 6 1 1 , 17 3 . 3 1 2 1, 4 9 0 .9 5

利 払 (冠 荒　 藤　 霊 2 4 ,3 0 1. 7 4 2 3 , 2 5 5 . 8 4 2 0 , 9 8 3 . 2 9 19 , 5 0 3 . 1

1 ,0 8 8 . 5 7 1 , 4 4 6 . 7 5 ・- ---..・.・
国　　　 /　　　 回 1 1. 7 6 % 1 0 . 5 5 % 10 .~4 7 % 16 . 4 6 %

国　　　 /　　　 国 8 . 15 2 . 1 7 - -
国　 語　　　 取　　　 替 8 8 , 9 12 . 4 1 1 8 1 , 8 2 1 . 8 3 9 4 , 9 4 9 . 4 9 1 1 1, 6 9 1 . 5 3

国　 利　　　 銀　　　 入 5 , 18 7 . 6 2 5 , 8 3 2 . 76 5 , 9 0 9 . 7 6 7 , 0 9 5 . 7

田　　　 /　　　 国 畠. 8 3 % 3 . 2 1 % 6 . 2 2 % 6 . 3 5 %

注)表6に同じ

余
か
ら
手
数
料
そ
の

他
の
入
用
を
差
引
い

た
領
を
、
表
6
に
示

す
二
四
貫
余
の
金
柑

差
引
利
と
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
同
様
に

支
出
の
項
に
入
れ
て

あ
る
銀
歩
差
引
も
同

じ
性
質
の
出
目
で
あ

る
が
、
た
だ
こ
の
場

合
は
本
来
収
入
に
は

い
る
銀
歩
か
ら
、
「
日

用
賃
一
切
」
「
大
坂

行
諸
入
用
」
「
進
物

入
用
」
「
仲
背
賃
」

な
ど
の
諸
入
用
を
引

い
て
お
れ
ソ
、
そ
の
精

算
の
結
果
差
引
不
足

と
な
り
、
そ
の
額
を

支
出
と
し
て
表
示
し

て
い
る
に
す
ぎ
な

い
。
ま
た
文
久
二
年

の
金
相
差
引
利
に
記

載
が
み
ら
れ
な
い
の

は
、
お
そ
ら
く
商
品
仕
入
・
取
引
方
法
に
何
ら
か
の
変
化
が
生
じ
た
か
、

銀
歩
差
引
に
一
括
さ
れ
た
か
、
ど
ち
ら
か
で
あ
ろ
う
が
詳
細
は
わ
か
ら

な
い
。
と
.
も
か
く
も
万
延
元
年
、
文
久
元
年
と
連
年
の
不
勘
定
を
続
け

た
も
の
の
、
文
久
二
年
に
は
古
手
売
上
利
の
伸
び
に
よ
っ
て
、
一
九
貰

余
の
利
益
を
計
上
す
る
に
い
た
っ
た
の
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
表
7
に
よ
っ
て
、
売
上
利
お
よ
び
表
6
に
示
し
た
利
足
出
入

〆
を
検
討
す
る
。
古
手
の
売
上
利
率
(
回
/
回
)
は
、
万
延
元
年
に
五

%
台
に
お
ち
こ
ん
で
い
る
も
の
の
、
そ
の
ほ
か
の
三
カ
年
は
ほ
ぼ
八
～

一
〇
%
の
利
率
と
な
っ
て
お
り
、
決
し
て
低
い
と
は
い
え
な
い
。
む
し

ろ
、
販
売
量
の
絶
対
的
減
少
が
、
万
延
万
年
、
文
久
元
年
の
差
引
不
足

の
原
因
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
実
際
、
近
田
屋
の
古
手

〓
二
こ

は
・
「
庄
内
・
軋
竪
新
庄
・
野
代
辺
ハ
初
而
差
下
侯
時
直
二
相
弘
り
、

引
続
而
積
船
御
座
候
得
共
、
何
分
皆
小
場
所
二
而
御
座
候
故
、
下
り
船

も
無
数
金
高
も
多
分
積
侯
様
之
事
ハ
無
御
座
、
殊
二
凶
豊
之
差
別
二
依

而
巣
不
巣
も
有
之
」
よ
う
な
取
引
ぶ
り
で
あ
っ
た
。
文
久
二
年
に
売
上

げ
が
伸
び
て
い
る
の
は
、
「
諸
国
豊
作
」
.
の
た
め
で
あ
り
、
決
し
て
こ

れ
以
降
、
安
定
し
た
経
営
が
保
証
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

そ
の
た
め
か
近
田
星
は
同
年
、
延
藤
家
へ
対
し
、
間
接
的
で
は
あ
る
が
、

低
利
の
融
資
を
懇
願
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

天
保
期
以
降
の
北
国
市
場
を
め
ぐ
る
瀬
戸
内
各
地
の
古
手
商
の
競
合

は
激
し
く
、
高
松
、
丸
亀
、
笠
岡
、
玉
島
、
柄
、
尾
道
の
商
業
資
本
が
、

最
大
の
取
引
地
で
あ
る
「
秋
田
表
」
　
へ
の
売
込
・
独
占
を
め
ざ
し
て
い

た
。
な
か
で
も
丸
亀
と
笠
岡
の
「
古
手
大
二
弘
り
、
高
松
、
玉
島
両
所
　
1
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ハ
廃
絶
」
に
い
た
り
、
尾
道
の
古
手
商
「
留
清
」
も
弘
化
年
間
に
は
没



落
し
た
。
近
田
星
も
秋
田
に
は
「
容
易
二
顔
怯
候
様
相
成
不
申
」
と
、

な
か
な
か
進
出
で
き
な
か
っ
海
こ
の
よ
う
な
市
場
取
引
・
競
合
関
係

に
お
け
る
古
手
の
売
上
減
少
を
、
近
田
屋
は
「
地
合
之
不
勘
定
」
と
位

置
づ
け
た
の
で
あ
っ
た
。

近
田
星
古
手
店
の
経
営
を
圧
迫
し
、
「
甚
以
心
底
不
安
」
と
さ
せ
た

も
う
一
つ
の
原
因
は
、
同
店
の
資
金
運
用
の
あ
り
方
、
と
く
に
延
藤
家

か
ら
の
借
銀
に
あ
っ
た
。
表
7
で
そ
の
利
率
(
国
/
回
)
を
み
る
と
、

つ
ね
に
一
〇
%
を
こ
え
て
お
り
、
文
久
二
年
に
は
一
六
・
四
山
ハ
%
の
高

利
率
と
な
っ
て
い
る
。
ち
な
み
に
表
3
と
表
4
か
ら
憲
永
六
年
と
文
久

三
年
の
利
率
を
み
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
一
五
二
五
%
、
二
〇
・
〇
九
%

と
な
り
、
慶
応
三
年
に
い
た
っ
て
三
〇
七
貰
余
の
倍
銀
(
延
藤
家
の
分

家
同
族
を
除
く
と
最
高
額
)
で
九
二
二
%
と
、
よ
う
や
く
一
〇
%
以
下

と
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
古
手
店
自
身
の
貸
付
利
(
田
/
回
)
が
五
、
一

六
%
で
あ
る
か
ら
、
延
藤
家
へ
の
利
払
い
が
い
か
に
高
率
で
あ
っ
た
か

が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
て
延
藤
家
は
近
田
星
に
衰
退
し
っ
つ
あ
る
他
国
商
事
港
の
柄
　
1
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に
古
手
店
を
開
業
さ
せ
、
自
己
の
蓄
積
基
盤
と
し
て
多
大
な
貸
付
銀
を

投
資
し
て
、
利
銀
を
安
定
的
に
吸
い
上
げ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

川
　
尾
道
商
業
資
本

広
島
藩
領
の
港
町
尾
道
は
、
前
述
の
柄
を
は
る
か
に
上
回
る
瀬
戸
内

第
一
の
港
町
で
あ
る
。
近
世
後
期
の
尾
道
商
業
資
本
に
つ
い
て
簡
単
に

要
約
す
る
と
、
第
一
に
、
全
体
的
に
下
り
坂
で
あ
っ
た
こ
と
、
第
二
に
、

そ
の
な
か
で
も
「
巨
商
」
の
没
落
が
著
し
い
こ
と
、
の
二
点
が
特
色
と

し
て
あ
げ
ら
れ
毎

延
藤
家
と
尾
道
商
業
資
本
家
と
の
関
係
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な

い
が
、
初
代
書
兵
衛
が
宝
暦
年
間
以
前
に
尾
道
へ
奉
公
に
で
て
い
た
形

跡
が
み
ら
れ
る
こ
も
寛
政
～
文
化
年
間
に
干
鍔
を
表
3
の
回
灰
昆
・

表8　差配人をとおした尾道商業資本

への貸付銀

年　 月 貸 付 額 対　 総
資 産 比

嘉 永 3 年 正 月
双 %

1 ,5 2 0 ,8 18 2 7 . 3

〝 4 年　 〝 1 ,7 4 2 ,7 9 3 2 9 . 3

7 . 1

〝 5 年 7 月 1 , 7 59 ,8 7 2

〝 6 年 正 月 9 6 7 , 4 5 9

〝　 〝　 7 月 1 , 6 3 8 , 6 8 5

安 政 元 年 正 月 5 9 4 , 0 6 3

〝　 〝　 7 月 5 2 9 , 8 5 9

〝 4 年 7 月 4 0 0 , 7 7 0 -

〝 5 年 正 月 4 5 4 , 0 4 6

〝 6 年 正 月 5 7 5 , 2 9 3 8 . 7

〝　 〝　 7 月 5 0 1, 5 8 8 7 . 5

〝 7 年 正 月 5 15 ,2 9 9 7 . 2

万 延 元 年 7 月 5 1 5 , 14 3 7 . 1

〝　 2 年 正 月 4 6 5 , 0 8 6 6 .3

文 久 元 年 7 月 4 5 5 , 3 2 2 6 .2

〝　 2 年 正 月 5 0 0 , 7 1 8 6 .6

〝　 〝　 7 月 4 7 1, 0 5 3 6 . 1

〝　 3 年 正 月 4 6 7 , 7 8 6 5 .8

〝　 〝　 7 月 4 6 2 , 9 19 5 . 7

〝　 4 年 正 月 ・ 4 6 1, 2 9 9 5 . 5

元 治 元 年 7 月 4 50 ,0 17 5 . 2

〝　 2 年 正 月 4 3 7 ,7 3 5 5 .0

慶 応 元 年 7 月 4 2 9 , 6 9 5 4 .8 1

〝　 2 年 正 月 4 3 1 , 3 6 8 4 .6

〝　 3 年　 〝 4 3 2 , 9 6 5 4 .4

〝　 3 年 7 月 4 4 5 , 7 15 4 .6

〝　 4 年 正 月 4 9 9 . 8 5 0 5 . 2

明 治 2 年　 〝 4 0 8 , 3 18 4 . 2

〝　 3 年 7 月 3 9 4 .1 6 1

注 )各 年 圧「算 用 綴」「勘 定抜 」に 上 る.



伺
住
昆
な
ど
か
ら
仕
入
れ
て
い
る
こ
毎
)
お
よ
び
尾
道
の
商
業
資
金

(
正
金
)
不
足
の
模
昏
ど
か
ら
考
え
る
と
、
延
藩
家
の
資
金
が
い
ず

れ
投
下
さ
れ
る
素
地
は
十
分
に
あ
っ
た
と
い
え
る
。
表
3
に
よ
る
と
、

文
政
八
年
に
㈱
油
足
元
助
に
一
五
貫
目
を
貸
付
け
て
い
る
が
、
尾
道
へ

本
格
的
に
貸
付
け
を
開
始
す
る
の
は
天
保
期
以
降
で
あ
る
。
天
保
四
年

に
油
星
へ
銀
換
算
し
て
一
四
〇
貫
、
同
九
年
に
八
〇
賃
、
そ
し
て
同
一

四
年
に
は
輌
灰
星
へ
も
貸
付
け
を
開
始
し
、
油
星
と
あ
わ
せ
て
一
九
五

貫
を
貸
与
し
て
い
る
。
こ
の
ご
ろ
よ
り
他
家
へ
の
貸
付
け
も
始
ま
り
、

貸
付
額
は
次
第
に
増
加
し
て
い
っ
た
。
貸
付
方
法
は
嘉
永
三
年
よ
り
他

地
域
と
同
様
に
差
配
人
を
お
き
、
尾
道
で
は
分
家
菅
星
が
そ
の
任
に
あ

た
っ
て
い
た
(
表
3
の
.
帥
三
原
の
川
口
星
へ
の
貸
付
け
も
含
む
)
。
た

近世後期における貸付資本の存在形態(中山)

表9　尾道・竹原屋の経営(嘉永6年)

銀記載
(匁 )

金換 算
(匁 )

回　 総 体 借 入　 〆　 高 10 ,792

.国　 金　　　 講　 ・ 貸 1,700

匡】 一　 匹] 9 ,092

家　 賃　 蔵　 し　 き 4,244.56

3 13

-　　 266

鉄　　　　 利　　　　 潤 8,114.37

仙　　　　 利　　　　 潤 5,672.57

万　　　　 人　　　　 銀 202

御　　 扶　　 持　　 末 1,198.75

回　 当分 とりかへ利足銀 951.47

諸 道 具 6 0 0 点 余 売 払

国　 収　　　 入　　　 計 579

国 { 品 誓 調 126

248

家 内 暮 し方 一 切 入 用 276

臨　　 時　　 入　　 用 -　　　 62

酒　 店 不　 約　 り　 入　 用 141

同 一支　 一　出　　　 計 853

差　　　　　 引　 囲一国 △ 274

国 / 凪 0.86%

国 / 国 3.46%

注)「高橋氏借金苦抜細」(r新修尾道市史j5)より作成

だ
し
灰
星
の
場
合
は
そ
の
一
部
が
直
接
に
延
藤
家
と
取
引
さ
れ
て
お

り
、
ま
た
嘉
永
六
年
こ
ろ
に
は
油
星
も
差
配
人
と
し
て
貸
付
銀
を
引
受

け
て
い
る
が
(
表
3
)
、
安
政
年
間
に
は
い
る
と
中
止
さ
れ
て
い
る
。

さ
て
表
8
に
よ
っ
て
尾
道
商
業
資
本
家
へ
の
貸
付
額
を
検
討
し
て
お

こ
う
。
表
に
よ
る
と
、
嘉
永
年
間
に
は
総
資
産
の
二
七
～
二
九
%
と
い

う
莫
大
な
貸
付
銀
が
尾
道
に
投
資
さ
れ
て
い
る
。
嘉
永
六
年
の
正
月
と

七
月
で
ほ
ぼ
七
〇
〇
貫
の
差
が
生
じ
て
い
る
の
は
、
お
そ
ら
く
前
述
の

油
星
引
受
分
が
七
月
改
め
の
時
点
で
両
者
が
合
一
さ
れ
た
た
め
で
あ
ろ

う
。
と
こ
ろ
が
安
政
年
間
に
は
い
る
と
、
貸
付
銀
は
急
激
に
減
少
す
る
。

文
久
年
間
以
降
は
四
〇
〇
賃
台
、
そ
し
て
明
治
三
年
に
は
つ
い
に
四
〇

〇
貫
を
き
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
尾
道
商
業
資
本
家
の
没
落
を
ま
の
あ
た

り
に
し
て
、
有
力
か
つ
堅
実
な
商
業
資
本
家
に
融
資
を
限
定
し
た
こ
と

に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
つ
ぎ
に
有
力
商
業
資
本
家
の
没
落
の
事
例
と
し
て
」
表
9
に

竹
原
星
の
事
例
を
示
し
て
み
た
。
竹
原
星
は
一
八
世
紀
以
来
、
尾
道
を

代
表
す
る
「
旧
家
」
　
の
一
つ
で
、
嘉
永
年
間
に
は
町
年
寄
上
席
を
勤
め

る
家
柄
で
あ
っ
た
が
、
嘉
永
六
年
に
は
杜
撰
な
経
営
が
表
面
化
し
て
し

ま
う
秒
で
あ
っ
た
。
表
9
か
ら
同
家
が
鉄
・
材
木
問
屋
、
酒
店
お
よ
び

貸
家
経
営
を
営
ん
で
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
経
営
悪
化
の
た
め

借
金
額
が
一
万
両
を
こ
え
、
酒
店
も
一
四
一
両
の
「
不
的
り
」
と
な
っ

て
い
る
。
そ
の
た
め
諸
道
具
を
売
払
い
収
支
を
補
お
う
と
し
て
い
る
が
、

そ
れ
で
も
な
お
二
七
四
両
の
不
足
と
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
も
な
お
二

七
四
両
の
不
足
と
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
町
役
所
は
竹
原
星
を
救
済
す
　
1
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べ
く
、
翌
年
の
収
支
見
積
り
を
計
算
す
る
が
、
収
支
の
好
転
は
望
め
そ



う
に
な
か
っ
海
安
政
年
間
に
は
い
っ
て
こ
の
竹
原
星
が
破
産
の
宣
告

を
う
け
た
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
。
た
だ
延
藤
家
は
わ
ず
か
で
は
あ

る
が
、
竹
原
星
に
こ
の
時
点
で
金
五
〇
両
を
貸
付
け
て
お
り
、
延
藤
家

の
尾
道
へ
の
貸
付
銀
が
安
政
年
間
か
ら
急
激
に
減
少
し
て
い
る
こ
と
を

考
慮
す
る
と
、
「
旧
家
」
竹
原
星
の
経
営
破
綻
が
延
藤
家
の
資
金
投
下

に
、
大
き
な
影
響
を
与
え
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
毎
こ
う
し

て
明
治
三
年
(
一
八
七
〇
)
七
月
に
は
、
尾
道
に
お
い
て
衰
3
の
回
～

帥
を
は
じ
め
、
わ
ず
か
一
九
家
へ
正
銀
三
九
四
貫
の
貸
付
け
に
と
ど
ま

っ
た
の
で
あ
る
。

四
　
お
　
わ
　
り
　
に

幕
末
期
に
お
け
る
延
藤
家
の
経
済
活
動
は
、
地
主
・
貸
家
経
営
を
除

く
と
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
貸
付
銀
を
中
心
と
す
る
金
融
活
動
で
あ
り
、

ま
さ
に
「
金
貸
」
を
主
業
務
と
し
て
い
た
。
そ
の
貸
付
相
手
は
、
以
上

み
て
き
た
よ
う
に
、
生
産
者
農
民
や
府
中
市
下
層
民
を
含
む
広
範
な
階

層
に
わ
た
っ
て
い
た
が
、
天
保
期
を
過
ぎ
る
こ
ろ
よ
り
、
生
産
者
農
民

や
府
中
市
下
層
民
が
貸
付
対
象
か
ら
除
外
さ
れ
、
除
々
に
各
地
の
商
業

資
本
家
に
限
定
さ
れ
て
い
っ
た
。
ま
た
延
藤
家
と
取
引
き
の
あ
っ
た
各

地
の
商
業
資
本
家
を
検
討
し
て
み
た
場
合
、
有
数
の
商
業
資
本
家
は
別

と
し
て
、
そ
の
多
く
は
幕
末
維
新
の
経
済
変
動
に
対
応
で
き
ず
、
経
営

の
破
綻
に
直
面
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
こ
れ
ら
の
商
業

資
本
家
の
経
営
破
綻
の
原
因
に
つ
い
て
は
別
個
に
考
察
さ
れ
ね
ば
な
ら

な
い
が
、
と
も
か
く
延
藤
家
は
可
能
な
限
り
そ
れ
ら
の
商
業
資
本
家
に

融
資
を
行
い
つ
つ
も
、
他
面
で
は
領
主
権
力
を
利
用
し
な
が
ら
利
銀
を

取
立
て
、
あ
る
場
合
に
は
抵
当
物
件
を
差
押
え
る
・
と
い
う
こ
と
で
そ
　
1
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れ
ら
の
状
況
に
対
応
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

延
藤
家
が
天
保
期
の
こ
ろ
よ
り
投
機
的
な
経
営
姿
勢
を
排
し
、
「
別

而
銀
談
之
義
念
入
可
申
合
第
一
二
心
得
」
る
こ
と
と
辱
明
治
初
年
に

は
「
貸
付
金
ハ
必
ス
共
議
ニ
テ
執
行
ヒ
、
抵
当
ノ
物
必
ス
取
置
侯
塾

と
規
定
し
て
い
る
の
は
、
幕
末
維
新
期
に
経
営
破
綻
と
な
る
商
業
資
本

家
が
、
い
か
に
多
か
っ
た
と
か
と
い
う
こ
と
を
反
映
し
て
い
る
と
い
え

よ
う
。
こ
う
し
て
延
藤
家
は
、
生
産
者
農
民
や
下
層
民
に
加
え
て
小
商

業
資
本
家
、
さ
ら
に
は
没
落
商
業
資
本
も
貸
付
対
象
か
ら
除
外
し
て
い

き
、
貸
付
額
の
増
加
と
は
逆
に
、
慶
応
三
年
に
は
借
銀
者
が
一
八
八
名

と
、
貸
付
対
象
を
限
定
し
て
い
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

さ
て
冒
頭
に
示
し
た
「
花
月
堂
」
の
言
動
に
は
、
延
藤
家
の
貸
付
銀

の
特
質
が
反
映
さ
れ
て
お
り
、
逆
に
言
え
ば
、
「
花
月
堂
」
が
そ
う
し

た
廷
藤
家
の
経
営
の
特
質
お
よ
び
当
地
域
に
お
け
る
金
融
の
動
向
を
よ

く
と
ら
え
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
征
ら
は
、
延
蕗

家
l
商
業
資
本
家
、
商
業
資
本
家
l
生
産
者
農
民
・
下
層
民
、
と
い
う

幕
末
期
に
お
け
る
二
段
階
の
金
融
関
係
を
把
捉
し
て
い
た
と
思
わ
れ

包
延
藤
家
の
商
品
市
場
へ
の
介
入
(
買
占
め
等
々
)
が
・
他
の
商
業

資
本
家
の
没
落
を
招
き
、
そ
の
こ
と
が
結
果
的
に
「
小
前
之
老
難
渋
」

に
つ
な
が
る
、
し
た
が
っ
て
延
藤
家
は
他
の
商
業
資
本
家
に
「
金
貸
耳
」

お
こ
な
っ
て
い
れ
ば
よ
い
、
往
ら
は
そ
う
い
う
意
冨
構
造
を
も
っ
て
い

た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
役
ら
の
言
動
を
文
面
通
り
に
　
ー
　
こ
の
点
、

様
々
な
検
討
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
　
-
　
「
旦
屁
」
「
小
前
」
層



近世後期における貸付資本の存在形態(中山)

の
利
害
を
代
表
す
る
も
の
と
解
釈
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
む
し
ろ
経

営
不
振
に
あ
え
ぎ
つ
つ
も
、
な
お
も
農
民
的
小
商
品
生
産
に
吸
着
せ
ざ

る
を
え
な
い
商
業
資
本
の
立
場
に
よ
り
近
い
も
の
で
あ
ろ
テ
。

注
(
1
)
　
痙
尊
家
の
全
般
的
な
位
置
づ
け
に
つ
い
て
は
、
「
福
山
市
史
」
中
巻

二
九
六
八
年
)
、
鈴
木
車
夫
「
備
後
地
域
に
お
け
る
前
期
資
本
の
一

形
態
」
(
「
広
島
県
史
研
究
」
二
号
、
一
九
七
七
年
)
、
「
広
島
県
史
」
近

世
2
二
九
八
四
年
)
、
拙
稿
「
近
世
後
期
在
町
に
お
け
る
豪
商
の
形

成
と
発
展
過
程
」
(
「
社
会
経
済
史
学
」
五
一
巻
三
号
、
一
九
八
五
年
)

を
参
照
。

(
2
)
　
広
島
県
府
中
市
出
口
町
・
延
藤
家
文
書
、
無
題
冊
子
、
以
下
断
わ
り

の
な
い
限
り
す
.
へ
て
同
家
文
書
で
あ
る
。

(
3
)
　
当
地
域
に
つ
い
て
は
、
績
祓
一
「
「
世
直
し
」
情
勢
下
の
「
支
配
」

の
特
質
と
諸
階
層
の
動
向
」
(
佐
々
木
潤
之
介
編
「
村
方
騒
動
と
世
直

し
」
下
、
所
収
、
一
九
七
三
年
)
、
同
「
(
世
直
し
の
状
況
)
下
に
お
け

る
諾
階
級
の
動
向
」
(
歴
史
学
研
究
会
編
r
歴
史
に
お
け
る
民
族
と
民

主
主
義
」
所
収
、
一
九
七
三
年
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
4
)
　
前
掲
拙
稿
、
た
だ
し
拙
稿
に
お
い
て
は
貸
付
銀
の
分
析
は
し
た
も
の

の
、
ど
こ
の
誰
に
い
く
ら
貸
付
け
、
ど
れ
だ
け
の
利
銀
を
え
た
か
、
と

い
う
具
体
的
な
検
討
は
甚
だ
不
十
分
で
あ
っ
た
。

(
5
)
　
「
家
督
書
抜
帳
」
(
天
保
十
五
年
)

(
6
)
　
家
制
改
革
に
つ
い
て
は
、
前
掲
拙
稿
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
7
)
　
「
大
福
入
」
(
各
年
度
)

(
8
)
　
地
主
・
豪
農
層
が
延
藤
家
か
ら
借
用
し
た
銀
を
ど
の
よ
う
に
運
用
し

て
い
る
か
興
味
深
い
が
、
史
料
の
制
約
の
た
め
省
略
せ
ざ
る
を
え
な
い
。

ま
た
福
山
城
下
の
商
業
資
本
家
に
つ
い
て
も
具
体
例
に
乏
し
い
の
で
、

本
稿
で
は
ふ
れ
え
な
か
っ
た
。

(
9
)
　
「
家
務
諸
規
則
」
(
牒
治
八
年
)

(
1
0
)
　
典
型
的
事
例
と
し
て
、
分
家
同
族
の
不
動
産
が
本
家
の
管
理
の
下
に

お
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
分
家
の

小
作
料
・
家
賃
収
入
は
、
本
家
が
取
扱
い
、
本
家
の
世
話
料
を
差
引
い

た
残
額
を
分
家
へ
手
渡
し
て
い
た
(
「
大
福
入
」
)
。

(
〓
)
　
従
来
、
一
八
世
紀
後
半
以
降
、
商
品
物
資
の
集
敵
地
、
地
域
市
場
の

核
と
し
て
府
中
市
は
、
著
し
い
発
展
を
遂
げ
て
き
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ

て
き
た
が
、
そ
の
発
展
の
一
端
を
お
も
に
担
っ
て
き
た
商
業
資
本
が
、

天
保
期
以
降
い
か
な
る
変
遷
を
た
ど
っ
た
か
に
つ
い
て
は
言
及
さ
れ
て

い
な
い
。
前
掲
拙
稿
で
は
不
十
分
な
が
ら
も
、
天
保
期
以
降
の
府
中
市

の
行
き
づ
ま
り
と
、
お
も
に
商
品
取
引
資
本
の
経
営
不
振
を
指
摘
し
た
。

(
1
2
)
　
「
家
督
書
抜
帳
」
(
天
保
十
五
年
)

(
1
3
)
　
「
乍
恐
以
書
附
奉
願
上
侯
御
幸
」
(
文
久
三
年
)

(
1
4
)
　
「
乍
恐
以
書
附
奉
顧
上
侯
御
事
」
(
弘
化
二
年
)

(
1
5
)
(
1
7
)
　
「
指
人
中
一
札
之
事
」
(
万
延
元
年
)

191816

「
質
方
勘
定
帳
」
(
安
政
五
年
七
月
、
同
六
年
正
月
)

頼
祓
〓
別
掲
論
文

安
原
料
平
は
、
明
治
十
年
に
は
水
車
絞
油
・
丸
釘
製
造
・
綿
練
営
業

の
加
工
業
を
経
営
す
る
商
業
資
本
で
あ
っ
た
(
福
山
城
鏡
櫓
文
書
館
所

蔵
、
高
田
文
庫
五
九
六
)

(
2
0
)
　
「
近
世
中
・
後
期
に
お
け
る
柄
商
業
と
資
金
対
策
」
(
福
尾
猛
市
郎
編

r
内
海
産
業
と
水
運
の
史
的
研
究
」
所
収
、
一
九
六
六
年
)
、
「
近
世
港

町
の
商
品
流
通
」
(
〓
云
備
地
方
史
研
究
し
六
七
号
、
一
九
六
七
年
)

(
2
1
)
　
「
乍
恐
以
書
附
奉
御
願
上
候
御
事
」
(
安
政
二
年
)
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(
2
2
)
(
2
3
)
　
「
安
業
趣
法
口
上
書
一
通
」
(
文
久
二
年
)
、
「
貸
付
金
催
促
之
答

26　25　24

書
」
(
明
治
七
年
)

「
未
歳
算
用
立
利
欠
」
(
安
政
六
年
)

前
掲
、
「
家
業
趣
法
口
上
書
一
過
」

「
新
修
尾
道
市
史
】
第
五
巻
、
一
九
七
六
年
、
な
お
、
前
述
の
柄
も

そ
う
で
あ
っ
た
が
、
瀬
戸
内
で
は
一
八
世
紀
後
半
以
降
、
大
坂
と
関
係

の
深
い
港
町
や
城
下
町
で
こ
れ
ま
で
の
中
継
商
事
の
衰
退
が
み
ら
れ
る

こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
(
畑
中
誠
治
「
宝
暦
・
天
明
期
瀬
戸
内
諸
藩

に
お
け
る
経
済
偲
策
と
そ
の
基
盤
」
、
r
歴
史
学
研
究
二
二
〇
四
号
、
一

九
六
五
年
)
、
備
後
地
方
で
も
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
商
業
資
本
の
盛
衰

が
激
し
か
っ
た
て
と
は
十
分
に
予
想
さ
れ
る
。

(
竺
「
輿
望
伯
父
文
治
郎
・
伯
母
・
尾
道
冨
書
昆
庄
兵
衛
方
江
参
候
」

(
「
当
家
相
続
趣
法
子
孫
江
申
伝
候
ヶ
条
書
写
」
)
と
あ
る
こ
と
か
ら
推

測
さ
れ
る
。

(
2
8
)
　
前
掲
拙
稿
参
照

(
2
9
)
(
3
0
)
　
r
新
修
尾
道
市
史
」
第
五
巻

(
3
1
「
延
藤
家
の
尾
道
菅
星
が
、
こ
の
時
期
よ
り
急
速
に
、
こ
れ
ま
で
の
動

産
を
中
心
と
し
た
経
営
か
ら
、
貸
家
・
塩
田
な
ど
の
土
地
経
営
に
移
行

し
た
こ
と
も
、
、
そ
の
こ
と
の
表
わ
れ
で
あ
ろ
う
。
′

(
竺
「
当
家
相
続
趣
l
法
子
孫
江
申
伝
侠
ヶ
条
書
写
」

(
3
3
)
　
「
家
務
諸
規
則
」
(
明
治
八
年
)

(
3
4
)
　
延
藤
家
の
貸
付
銀
の
地
域
的
範
囲
は
、
西
は
三
原
、
尾
道
の
広
島
藩

領
か
ら
、
東
は
備
中
笠
岡
ま
で
広
が
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
す
で
に
み

て
き
た
よ
う
に
、
幕
末
期
に
お
け
る
貸
付
相
手
は
、
商
業
資
本
家
や
各

地
の
地
主
で
あ
り
、
そ
の
も
と
に
展
開
す
る
織
物
業
な
ど
の
マ
ニ
ュ
経

営
や
各
種
地
場
産
業
に
は
金
融
的
介
入
を
直
接
的
に
お
こ
な
っ
て
い
な

い
。
つ
ま
り
、
商
業
資
本
家
l
生
産
者
農
民
・
下
層
民
の
金
融
関
係
に

全
く
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
関
与
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
点
、
明

治
二
十
年
代
後
半
よ
り
設
立
さ
れ
る
各
種
銀
行
、
す
な
わ
ち
、
一
福
山
倉

庫
株
式
会
社
(
二
十
五
年
)
、
松
永
為
替
会
社
(
同
上
)
、
第
六
十
六
銀

行
(
三
十
年
改
組
)
筒
後
銀
行
(
三
十
二
年
)
、
が
地
域
産
業
と
密
接

に
結
合
し
て
い
た
こ
と
と
対
称
的
で
あ
る
。
幕
末
期
の
延
藤
家
は
す
で

に
、
こ
れ
ら
諸
銀
行
の
地
域
的
な
貸
付
範
囲
に
金
融
関
係
を
形
成
さ
せ

て
い
た
が
、
地
域
的
産
業
を
と
ら
え
て
い
な
い
と
い
う
点
に
お
い
て
、

ま
さ
に
〝
前
期
的
′
な
存
在
形
態
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

(
広
島
大
学
附
属
中
・
高
等
学
校
)

附
　
記

昭
和
六
一
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
(
奨
励
研
究
用
)
、
課
題
番
号

害
富
合
巴
に
よ
る
成
果
で
あ
る
。
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一
七
一
号
　
　
正
　
誤
　
表

(
勝
部
真
人
氏
論
説
)

七
七
頁
　
上
段
一
二
行

八
九
頁
　
上
段
一
行

九
二
頁
　
下
段
一
四
行

九
四
頁
　
上
段
　
六
行

九
六
頁
　
下
段
　
四
行

曲
型

小
作
低
減

地
主
l
小
作

掛
毒
蚕

編
掛
室

掛
型

°

小
作
料
低
減

°

地
主
・
小
作

壬
茎

編
掛
宝

tosho-seibi-repo
長方形



The State of a Usurer's Capital in the Late Edo (江戸) Period:

a Case Study of the Nobuto (延藤)

Family in Fuchu (府中), Bingo (備後)

by Tomihiro Nakayama

In the Late Edo period, the Nobuto Family was mostly engaged in financial business,

especially loaning silver, besides owning the land and renting houses. They loaned people

who were from different classes of the hierarchy, including the peasants and the lower classes

in Fuchu City. However, since the Tempo (天保) Era, they intentionally had not been loan-

ing the peasants and the lower classes, and limited customers to commercial capitalists in

various parts by degrees. Many of the commercial capitalists who the Nobuto Family dealt

with could not adapt themselves to economic change in the Meiji (明治) Restoration and fac-

ed breakdown economically except for only a few outstanding ones. The Nobuto Family

financed those commercial capitalists as much as possible while they charged interest, taking

advantage of the lord's authority. They seized mortages when the customers could not pay

them back. A允er all. the Nobuto Family had intended not to loan the peasants, the lower

classes, the small commercial capitalists, and the ruined commercial capitalists; but, by con-

trast. the number of the renters had decreased to 188 in 1867 even though the amount of loans

had increased.

Coastal Fishing in Chekiang (漸江) Province during

Sung (宋) and Yuen (元) Periods

by Morihiro Furubayashi

Previous studies concerning the history of Chinese fisthery have dealt mainly with inland

fishing and scarcely refered to the premodern coastal fishery. This paper discusses the

following problems of coastal fishing in chek血ng province du血g Sung and Yuen periods.

1) An outline of coastal fishery, especially fishing grounds, sorts of fish , fishing gear and

fishing methods

2) The establishment and contents of fishing nghts

3) The production structure of coastal fishing

Consequently, characteristics of coastal fishing in this area, are summed up in these three

points.

1) Total control over fishermen by those who have fishing rights

2) The sales monopoly of marine products by those who have fishing rights

3) The separation of production from sale in respect to coastal fishing.
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